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平成２４年塩尻市議会３月定例会 

福祉教育委員会会議録 
 

○日  時  平成２４年３月８日（木） 午前１０時００分 

○場  所  全員協議会室 

○審査事項 

 議案第１８号 平成２４年度塩尻市一般会計予算中 歳出２款総務費中１項総務管理費１４目人権推進費及び

１６目市民交流センター費、３款民生費（１項社会福祉費７目楢川保健福祉センター管理費、

８目国民健康保険総務費、９目後期高齢者医療運営費及び４項国民年金事務費を除く）、５款

労働費中１項労働諸費４目ふれあいプラザ運営費、１０款教育費 

 議案第２０号 平成２４年度塩尻市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算 

 議案第２１号 平成２４年度塩尻市奨学資金貸与事業特別会計予算 

 議案第２２号 平成２４年度塩尻市介護保険事業特別会計予算 

 議案第３０号 平成２３年度塩尻市一般会計補正予算（第５号）中 歳出３款民生費（１項社会福祉費７目楢

川保健福祉センター管理費、９目国民健康保険総務費及び１０目後期高齢者医療運営費を除

く）、１０款教育費 

 議案第３２号 平成２３年度塩尻市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１号） 

 議案第３３号 平成２３年度塩尻市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

 請願３月第１号 スケートボード練習場の設置を求める請願 

○出席委員 

      委員長   山口  恵子 君         副委員長   宮田  伸子 君 

       委員   永田  公由 君           委員   金子  勝寿 君 

       委員   森川  雄三 君           委員   中原 巳年男 君 

       委員   鈴木  明子 君 

○説明のため出席した議員 

      請願紹介議員     西條  富雄 君 

      請願紹介議員     中村   努 君 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○欠席委員 

      なし 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○説明のため出席した理事者・職員 

省略 
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―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議会事務局職員 

      庶務係長  小澤 真由美 君 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

午前９時５８分 開会 

○委員長 おはようございます。定刻より少し早いですけれども、これから３月定例会福祉教育委員会２日目を

開催したいと思いますので、よろしくお願いします。本日の委員は全員出席しております。また、本日は、昨日

に続きまして付託案件表のとおりに審査を行いますが、一部変更いたしまして、請願の審査を午後一番に行いた

いと思っていますので、よろしくお願いします。なお、審査には、議案に関係する職員のみの出席といたします

ので、随時退室してください。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 議案第１８号 平成２４年度塩尻市一般会計予算中 歳出２款総務費中１項総務管理費１４目人権推進費及

び１６目市民交流センター費、３款民生費（１項社会福祉費７目楢川保健福祉センター管理費、

８目国民健康保険総務費、９目後期高齢者医療運営費及び４項国民年金事務費を除く）、５款

労働費中１項労働諸費４目ふれあいプラザ運営費、１０款教育費 

○委員長 それでは、昨日に続きまして議案第１８号、当委員会に付託された部分の審査を行います。５項社会

教育費から４目の図書館費までの説明を求めます。 

○社会教育課長 それでは、予算書の２７９、２８０ページをお願いします。５項社会教育費について御説明い

たします。予算説明資料４９ページもあわせてお願いをいたします。 

では、１目社会教育総務費について御説明いたします。上から３つ目の白丸、社会教育諸経費５２２万円余で

ございますが、２番目の臨時職員賃金、これにつきましては、平成２３年度までは公民館事業の社会教育指導員

として計上しておりましたが、今年度から社会教育諸経費の臨時職員賃金という形で計上させていただいていま

す。それから、上から３番目の講師謝礼でございますが、広く市民の皆様に塩尻の地域、文化を知っていただく

機会としまして、塩尻学びの道、小さな旅等の講座を開催していくものでございます。最下段の公共施設等建設

事業補助金２１０万円でございますが、これにつきましては公民館の改修補助金でございまして、平成２４年度

につきましては、上組公民館と上小曽部公民館の改修を予定しております。 

次の白丸、全国短歌フォーラム事業２，０９０万円余でございますが、予算説明資料４９ページもあわせてお

願いします。平成２４年度は、９月２９日に短歌フォーラムを開催を予定しております。選者につきましては、

昨年同様、岡野先生、馬場先生、佐佐木先生の３名を予定しております。題詠歌については、馬を予定しており

ます。また、学生の部は１２月１日に開催する予定でございます。短歌フォーラムは、昨年の開催で２５回を数

えました。投稿された歌は７万５，０００首に上りまして、佳作以上の入選歌は３５０首ほどになります。そこ

で、短歌フォーラムや短歌の魅力を全国に発信するために、これまでの入選歌について入選歌集を発行すること

といたします。出版社から歌集を発行しまして、全国の書店に配本を予定しております。出版された歌集を購入

する費用としまして、消耗品として約２，０００冊分３５０万円を計上いたしました。短歌フォーラム等で販売

するとともに、図書館、学校図書館等に置きまして、短歌の魅力を市民、子供たちに伝えたいというように考え
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ております。また、全国に短歌フォーラムを広めるとともに、その魅力を伝えたいというふうに考えております。

その下の企画演出委託料でございますが、７１２万円ですが、短歌フォーラムｉｎ塩尻のテレビ放映を進めるた

めの企画演出を委託するものでございます。その下の全国短歌フォーラム２５回記念書籍データ作成委託でござ

いますが、過去１３回までについては文字化をされておりますので、それ以降１０回分について、音声データの

みで文字データになっておりませんので、文字データ化する委託を行います。次のページをお願いいたします。

全国短歌フォーラム事業負担金でございますが、これにつきましては、開催の主体となる実行委員会への負担で

ございます。 

その下の白丸、文化会館運営事業でございますが、予算説明資料４９ページをお願いいたします。最初の指定

管理料につきまして１億３，６００万円。平成２３年度より４００万円の減額となります。これは、指定管理者

である財団法人への市の職員の派遣を平成２３年度から行っておりませんので、その分の人件費が少なくなりま

したので、その部分について減額して指定管理料といたします。次の音響設備借上料でございますけれども、こ

れにつきましては、音響設備が、開館より１５年経過しているということで老朽化が進んでおります。そのため、

大ホールと中ホールの音響設備を取りかえて、あわせて現在アナログとなっているものをデジタル化として再整

備するものでございます。次の蓄電池交換工事４２０万円でございますが、キュービクル内の非常用蓄電池５４

個の交換を行うものです。蓄電池の寿命は約７年ということになっておりますけども、交換より９年が経過して

いるため、内部のバッテリー不良等が発生している状況がありますので、今回、全蓄電池の交換を行うものです。 

その下の成人式運営諸経費でございますが、成人式を実行委員会形式で取り組むための経費でございます。来

年の１月１３日日曜日を予定をしております。 

続きまして、２目総合文化センター管理費でございます。説明資料５０ページをあわせてごらんいただきたい

と思います。中段のあたりの黒ポツ、管理業務委託料２，０７１万円でございますが、これにつきましては、総

合文化センターの管理業務全般にわたる委託料となります。地下埋設タンクの廃止に伴いまして管理料の業務内

容の変更を行いまして、２４万円ほどの減額となりました。下から３番目、黒ポツ、施設等改修工事５００万円

でございますが、講堂の音響機器が、開館以来そのまま３０年経過しているということで、不良、使えない状況

に現在なっておりますので、全面改修とプロジェクターの設置を行うもの、それから、地下タンクが、昨年空調

をすべて切りかえをしましたので、不用となりました地下タンクの廃止処理、それから、３階の３０３会議室を、

先日寄贈いただきました小口益一氏の版画展示のため改修を行い、あわせてその３０３会議室を、美術、写真等

の愛好家による自主イベント等が開催できるように整備を行うものでございます。 

次の２８３、２８４ページをお願いいたします。３目公民館費でございます。最初の白丸、委員等報酬でござ

いますが、この報酬につきましては、地区公民館長、中央公民館長、それから各分館の分館長、主事の報酬にな

ります。 

次の白丸、公民館事業諸経費２，８３１万円余でございますが、これにつきましては、中央公民館、各地区公

民館の運営にかかわる費用でございます。３番目の学級講座講師謝礼１８５万円につきましては、中央公民館、

地区館あわせて８０講座の開催を検討していただいているものでございます。その下の印刷製本費１５７万円余

でございますが、これにつきましては公民館報、年６回の発行を計画しております。次のページ、２８５、２８

６ページをお願いします。一番上の公民館事業委託料でございますが、１，４６７万円余。これにつきましては、
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地区公民館の運営を各地区館に委託するものでございます。その下のＩＴ基礎技能講習委託料５６万７，０００

円でございますが、これについては、中央公民館、地区館あわせて講習を委託するものでございます。下から３

番目、パソコン使用料１１１万円余でございますけども、これにつきましては、ノート型パソコン２０台分のリ

ース料等でございます。中央公民館、広丘地区公民館、吉田地区公民館に現在パソコンが設置されておりますけ

ども、平成２４年度にリース切れとなることから、大門地区につきましては市民交流センター、情報プラザにパ

ソコン講座等開催できる学習室が存在していること、それから、広丘地区公民館と吉田地区公民館について、現

在２カ所で設置をしておりますが、それを広丘地区公民館１カ所にまとめて配置することによりまして、効率的

な運用をしていきたいと考えております。以上でございます。 

○委員長 図書館長。体調をみながら、そのままでもよろしいですのでお願いします。 

○図書館長 予算書２８５、２８６ページをお願いいたします。説明資料は４２ページとなります。５項の社会

教育費４目図書館費でございます。まず一番上の白丸でございます。委員等報酬です。主な内容は、今年度同様、

嘱託職員１７人分の賃金でございます。事務職員１人を除く１６人全員が司書の資格、もしくは３月に司書の資

格を取得する予定の専門職でございます。 

次に、２８６ページ一番下の白丸、図書館事業諸経費です。一番下の黒ポツの臨時職員賃金は、本館及び分館

職員の賃金です。ほぼ今年度同様の３，１４９万円余を計上させていただきました。ページをおめくりください。

一番上の黒ポツの講師謝礼です。８４万円余は、今年度に比べまして２倍以上の増額となっております。予算説

明資料をごらんになっていただきたいのですけれども、生涯学習の推進、出版文化の喧伝をする新たな事業とい

たしまして、現時点ではまだ仮称でございますが、「信州しおじり 本の寺子屋」に取り組んでいきたいと考えて

おります。原形となっておりますのは、鳥取県米子市に拠点を置きまして、鳥取、島根に２０店舗以上書店を展

開しております今井書店という老舗書店がございます。１９９５年にこの書店が始めました本の学校というのが

原形になっております。こちらは、ドイツを模範にいたしまして、地域の人々の生涯学習、さらに出版業界人の

研修の場として学校を設立したものでございます。地方発の文化事業といたしまして、２００９年に、日本文学

振興会が主催をいたします菊池寛賞を受賞しております。ちなみに、こちらの賞は、最近の受賞者を見てみまし

ても、映画監督の新藤兼人、作家の筒井康隆、落語家の桂三枝とそうそうたる方が受賞している賞でございます。

塩尻におきましては良書の普及に生涯をかけた古田晁の生誕の地でございます。古田晁の魂を引き継ぎまして、

また出版王国と言われる信州の出版文化というものを守り、読者、作家、書店、そして図書館が一体となったイ

ベント、そういったものを展開してまいりたいと考えております。この事業の特徴といたしましては、これまで

事業は単発に行ってきました。しかし、寺子屋は今年度は、例えば年間にこういうことを行いますということを

事前に皆さんにお知らせをしたいと思います。また、今年度に限らず、来年度はこういう作家が塩尻に来ます、

こういうお話をされます、そういったイメージを膨らませて参加者の方にお伝えをしたいと思っております。そ

のことで、一度塩尻のイベントに参加した方が、じゃあことしはまたこういうイベントに一緒に参加しましょう

ねとか、来年もまた塩尻に来ようね、そういったコミュニケーションを図れる、そういうイメージの学校にして

いきたい、寺子屋にしていきたいと思っています。ちなみに、お呼びする講師は、河出書房新社の出版社で編集

長をされていた方なんです。こちらの方にコーディネートをお願いをしながら中央の著名な作家と交渉してまい

りたいと考えています。 
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また、塩尻の図書館ですが、飛翔といたしまして、これからの図書館像というものがございます。これは、塩

尻のホームページからリンクを張ってありまして、ごらんになることができます。文部科学省から委嘱を受けま

した、塩尻でもなじみのある、例えば常世田良さんだとか、筑波大学の見内教授などが委員となってつくったも

のでございます。ここに書かれている図書館のイメージ、それは課題解決型、いわゆる役に立つ図書館というイ

メージでございます。これを市民の方々により多く知っていただきまして、さらに図書館サービスを充実をして

まいりたいということ、これも含めて寺子屋全体を、事業全体を一体化することを考えています。 

次に、上から４つ目の黒ポツの消耗品費です。主なものは、雑誌の購入費、さらにＰＴＡ親子文庫の家庭用配

本袋の買いかえ等をお願いしたいと思っています。さらに３つ下の黒ポツ、印刷製本費でございます。９０万円

余でございます。先ほど説明させていただきました本の寺子屋の実施に伴うパンフレット等の印刷製本費として

増額になってございます。次に、真ん中より若干下の黒ポツ、図書館建築審査手数料でございます。こちらは新

規で計上をさせていただきました。塩尻の図書館も施設会員となっております日本図書館協会が、１９８５年に

創設をした賞でございます。優れた図書館の建築物、もちろんサービスも含めたものでございますが、こちらを

世に広く知らせようという賞でございます。こちらの賞が受賞できれば、全国から視察もふえることになります

し、そういった審査のお願いをさせていただきたいとして計上させていただくものでございます。次に、下から

４つ目の黒ポツ、企画展示品借上料でございます。これは、先ほどの寺子屋に絡む、例えば作家の方をお呼びす

ると同時に、絵本ならば原画展を開く、そういったことを取り組んでまいりたいということでお願いするもので

ございます。 

次に、白丸の図書館運営事業負担金ですけれども、新規に計上させていただきました負担金がございます。新

たな負担金は、聴覚に障害を持つ方への音声資料といったものを提供してまいりたいと、そういった充実を図っ

てまいりたいということで、新たにサピエという機関に入会をいたしまして、年会費２万円ということでサービ

スの充実を図ってまいりたいと考えております。 

次に、１つ飛ばしまして２９０ページの古田晁記念館諸経費です。特に大きな変更はございません。今年度と

同様に、引き続き記念館のＰＲ、維持管理に努めてまいりたいと思っております。以上でございます。 

○委員長 それでは、ただいま説明を受けましたので質疑を行います。委員より御質問また御意見ありましたら

お願いします。 

○中原巳年男委員 ２８０ページの公共施設等建設事業補助金、上組、上小曽部ということですが、これは耐震

の関係でしょうか。 

○社会教育課長 今回の平成２４年度の両公民館については、耐震改修ではございません。通常の一般改修でご

ざいます。 

○中原巳年男委員 例えば公民館の耐震改修をしたいとか、あるいは、もう老朽化が激しくて建てかえなきゃい

けないというような公民館があった場合には、例えば年度内であって対応、去年は補正で対応してもらったりし

たことがあるんですが、そういう可能性というのは、どこかの情報で入ってませんか。 

○社会教育課長 昨年、全区に対して調査をした時点では、要望がありましたのは、平成２３年度にやった２館

だけでございました。ほかの館については、資金的な部分、あるいは建てかえを計画しているとかという部分で、

耐震についての希望は当時はありませんでした。ただ、その後いろんな区の中で計画の見直し等をしまして、要
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望が今のところ来てはおりませんが、もしそういう形で相談があれば、その時点で検討したいというふうに考え

ております。 

○中原巳年男委員 やっぱり老朽化が激しくて建てかえたいというようなことを聞いてますので、そういった要

望が出た場合には、速やかにできるだけ対応していただきたいということをお願いしておきます。 

○森川雄三委員 今の関連でですね、いわゆる地区の公民館の改修なり、新築も含めてですが、地元負担という

のがかなり必要になって来るわけですよね。要は、お金があると言うと語弊があるんですけども、区によってで

すね、なかなかそれだけの財産というか、お金のない地域もあると思うんですよ。そういう中で、いわゆる耐震

をしたいと思っても、負担が重すぎて思うようにいかないと。さて、そういう時にですね、そのままずっと我慢

して使っててくれやいということで、果たしていいのかどうなのか。その点は、行政としてどのようにお考えに

なられているのか。 

○社会教育課長 これ、非常に難しい問題でですね、今まで費用をある程度負担してやってきていただいている

部分もありますので、制度上、補助金をふやすとかというのは、なかなか難しい部分もあるかと思います。ただ、

調査の中でもそのような御意見があったことは確かでございますので、制度上、負担の方法が可能なのかどうか

ということについていては、少し研究をしていきたいとは思いますけども、現状としては、一定部分で御負担を

していただいてきている経緯もありますので、なかなか難しいところはあるかなというふうには感じております。 

○森川雄三委員 当然、地域の持ち物と言いますかね、地域の方々が使う場面ですから、自分たちの受益者負担

というものは当然必要だとは思うんですけど、なかなか改修の金額というのはそんなに、やっぱり家を建てると

一緒、直すのと一緒で、どうしたってお金がかかる仕事だものですからね、そこら辺が果たして、おいそれとそ

の金額をためることができるのかとなると、ちょっと疑問もあるし、当然、月々積立をしながらそういう予定を

立てて行かなきゃいけないとは思うんですけれども、そこら辺の指導も含めてですね、やはりもう少し行政のほ

うでも何か負担的な緩和と言いますかね、そこら辺もぜひ今後考えていっていただきたいなと、このように思い

ますので要望としておきますので、ぜひ一つよろしくお願いをしたいと思います。 

○鈴木明子委員 ２８２ページですが、総合文化センターの空調設備が切りかわったということで、地下埋設関

係なんかがいらなくなるということのようですが、これは、埋設をしちゃうとか、施設を撤去していくというよ

うな作業が必要になってくるんですか。 

○社会教育課長 タンク自体にはまだ若干灯油が残っていまして、それを回収してほかで使えないかという相談

はしたんですけども、やっぱそこにもう入っているものについては、ほかへ回すことはできないということで、

その抜き取りとですね、抜いたにしてもきれいに清掃しないと、まだガスが発生する可能性があるものですから、

一応抜いた上で掃除をして、関連する配管がございます。配管内にも残っているものですから、配管を撤去しま

して、その上で、今回改修工事の中で予定しておりますのは、水を充てんするという作業をさせていただくとい

う形の、中に空気がたまらないという作業を今回は改修でやらさせていただく予定でございます。 

○鈴木明子委員 わかりました。それと、総合文化センターが、図書館がなくなったということでいろいろ改修

して、会議室等にいろいろ広がって使えるような改修もされたと思うんですけども、私も最近使ってみて、なん

か屋根裏部屋じゃないんですけど、ちょっと何て言うか、会議室にしてもあまりにも殺風景というか、そんなよ

うな。今まで倉庫だったところを改修したというようなところもふえたりして、そのくらい需要があるというこ
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となんでしょうかね。 

○社会教育課長 一応ですね、総合文化センターの学習室等につきましては、相当、社会教育団体、登録されて

ある団体の方がかなり使ってまして、一部屋の学習室について一日に１．７団体くらい入っているような状況に

なっておりまして、ちょっと費用がかけられなかった部分もございましたけれども、いずれにしても部屋数がほ

しいという、こういう御要望がありましたので、若干見た目とかそういう部分では、費用をカットさせていただ

いてますが、そんな形で整備をさせて現在利用しているところでございます。 

○鈴木明子委員 ちょっと関連なんですけども、２階に土地改良区とか、それから勤労者福祉サービスですか、

ハピネスなんかの事務所が北庁舎というか、あれから移っているわけですけども、あの場所っていうものの選定

は、いろいろの都合もあってされたのかなと思うんですけど、ちょっと所管が違うかなと思うんですけど、ただ

割り振りなんかの点ではね、総文の皆さんの考え方はどうかなということでお聞きするんですが、特にハピネス

のほうは非常に狭いところで、窓口対応もあるところなので、ああいう場所で何とか場所的なもので工夫はでき

ないのかなという思いがちょっとあるんですけども、そこら辺はどうでしょうか。 

○生涯学習部長 今、御指摘の点についても、私ども若干お聞きしておるところでございますけれども、庁舎の

割り振り又は配置関係については企画課の関係になりますので、今、企画課のほうとも調整をしておるところで

ございますので、また決まり次第、またハピネス、また土地改良区のほうとも打ち合わせをさせていただくとい

うようなことになるかと思いますので、よろしくお願いします。 

○鈴木明子委員 非常に学習室等の回転もよくて利用が多くあるということのようで、難しい点もあろうかと思

いますが、これらの施設についてもそれなりに、それなりにと言うか、窓口を設けているところなので、やっぱ

りそこへ来る市民の人たちの利便性なんかも考えた上で、企画とも連携を取っていただいて、いい方向で対応し

ていただけたらと思いますので、よろしくお願いします。 

○副委員長 ２８２ページの総合文化センターで管理諸経費、上から４つ目の電力使用料など、あとほかのとこ

ろもそうなんですが、昨年いろんな施設で庁舎とか節電を図られて何パーセントカットという割には、予算がそ

のままになっているものですが、そのカットした分を予算にされているのか、それともまた４月から電気料も上

がることも見込んで、また同じぐらいになっているのか教えてください。 

○社会教育課長 電気料については予測できない部分もありますけども、昨年に比べまして、平成２４年度につ

いては先ほどタンクの御説明をした際に、３階部分のエアコン設備を整備したということがございまして、その

分がふえますので、ある程度そういう部分も見込みは入れて、ただ、節約は当然しなきゃいけませんので、この

予算の中で対応できるようにということで、今、考えております。 

○委員長 ほかにございますか。済みません、私のほうからじゃあ１点。２８８ページで、先ほど図書館のほう

で、聴覚の方のサービスが充実するというか、今回そういったものもやっていくということですが、具体的にお

話、説明をお願いします。 

○図書館長 今、聴覚障害を持っている方々にですね、サービスをやっているんですけれども、ごめんなさい、

これ視覚。失礼、先ほどもちょっと聴覚と申し上げましたが、大変失礼しました。視覚サービスのことです。デ

イジーという音声資料がございます。今までカセットテープを使って視聴覚サービス、視覚的に障害を持った方

に資料をお届けしていたんですが、最近は機器が充実してまいりまして、デイジーというデジタルの資料ですね、
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こういったものを提供しているんですけども、単独でただからつくるのは難しい、また購入の費用も高いという

ことで、基本的にはそういう機関から借り受けをして御提供するサービスでございます。そういったものは、情

報の収集も早くなりますし、それからネット上でのお申し込み等々のサービスができるということで、今回、入

会をして、そういった資料がより円滑に提供できるようにしていくものでございます。 

○委員長 そうしますと、やはりそれぞれ、人それぞれの個性というか、視覚の違いで、そのデイジーの情報を

受けることによって、よりよい図書館としての情報提供ができるということになると思いますが。 

○図書館長 そのとおりでございます。ただ、現実的な問題といたしましては、障害をお持ちの方が、年々進化

する機器にですね、必ずしも歩調が合っていないと言うんですか、古い機器のほうが合ったりという方もいらっ

しゃるのも現実ではございます。そういったトレーニングも含めてサービスの中で行ってまいりたいとは思って

おります。 

○委員長 私からもう１点。このデイジーに関しては、学校教育の中でも取り入れている状況などもありまして、

先生方にもそのデイジーの情報になれていただくとか、見て知っていただくとか、そういった活用も今後大事か

なというふうに思いますが、そういった教育関係者との連携も可能、今後そういったことも計画をしていけば、

実際に可能になるということでもよろしいですか。 

○図書館長 御意見の内容でございます。例えば、どうやって。一つは、問題は、たくさん障害をお持ちの方は

いらっしゃるんですけれども、どれだけその機器を要求をされているのかという部分の人数の把握というのが非

常に難しいという現実が、正直ございます。ですから、連携を図りながらやっていくというような当然のサービ

スでございますので、そういう方向で考えてまいりたいと思います。 

○委員長 ありがとうございます。 

○副委員長 同じページの図書館費の下から４つ目の、今年度は企画展示品借上料というのが計上されています。

詳しい内容をお聞かせください。 

○図書館長 先ほどもちょっと御説明申し上げましたように、本の寺子屋、一つ大きな特徴といたしましては、

作家の方をこちらにお呼びをいたしまして御講演をいただくといった時にですね、例えば児童文学系であります

と、出版物自体が活字だけではなくて、絵という出版物の特徴もございます。講師のお話の中で、そういう絵を

展示することで講演会自体が豊かにもなりますし、事前の事業の周知といたしましても非常に効果的であるとい

うふうに思っております。そういう意味では、絵本の原画等も借り受けをしながらですね、広い範囲の方々にお

集まりいただきまして、そういった出版物を見る楽しみ方、触れる楽しみ方、そういったものを味わっていただ

きたいと思っております。 

○中原巳年男委員 今の話もありましたけども、この本の寺子屋っていうね、ものすごくわくわくするような事

業だと思うんですね、これ。それをいかに市民に広げていくかということと、いわゆる図書館利用者だけじゃな

くて、やっぱり交流センターそのものの賑わいですとか、中央通り付近の賑わいにもすごくいい事業じゃないか

なというふうに思うんですが、そういったものに対する周知ですとか、それから先ほど館長さんのほうからの説

明はありましたけども、それをもっとこれから、年々ね、広げていってこういった図書の、塩尻のね、図書館の

すばらしさだとか、それから市民の読書の冊数ですか、そういったものを本当に全国に誇れるような方向まで伸

ばしていきたいっていうふうに思うんですが、その辺についてはいかがでしょうか。 
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○図書館長 今、わくわくするという形で御意見いただきまして、ありがとうございます。この事業自体は確

かに、参加する方が本当にわくわくするような、そういったイベントにしてまいりたいと思っております。今ま

でも古田記念館の関係、なかなか図書館のイベントに、出版ということに焦点を置いてやるイベントは大変少な

かったんです。これまで塩尻には、古田晁の関係もありまして、常に出版という部分も考えながら、出版文化と

いうものを考えながらやってきまして、そういう意味では、市内外と言いますか、多分これは県外から多く塩尻

に来られる事業に成長していくだろうと思っております。もちろん、ＰＲツールといたしまして、例えば筑摩書

房との連携等々を考えますと、かなりの範囲にこのＰＲが行き届くであろうと思っております。それから、そう

いったことでたくさんの方もお見えになってですね、より図書館の利用がふえていくということにも思いますけ

れども、冊数のお話が今出ましたけれども、昨年度、市民一人当たりの貸し出し冊数が８．３冊ということで、

平成２０年度に長野県での１９市の中で一位になりました。今年度、若干夏場にですね、消費電力の関係で閉館

時刻を早めたということもありましたが、それでも多分９．５冊ぐらいになるのではないかと、本年度はですね、

思います。この９．５という数字でございますけれども、全国で、４７都道府県で一番図書館の事業が活発に行

われておりますのが、滋賀県でございます。この滋賀県が、県を挙げて県民一人当たり１０冊本を貸し出しです

ね、本の貸し出しを目標にしております。そういう意味では、塩尻が９．５冊ぐらいになるということは、ほぼ、

そういう意味ではもう全国トップクラスの冊数になるということでございまして、委員さん御指摘のように、多

分これからもそういう意味ではもっともっと読書を、共生と言いますか、読書を通じた人づくりというものが展

開できるというふうに思っております。もちろん、多くの方に図書館サービスを知ってもらうことも、もちろん

重要なので、まだまだ、えんぱーく、もしくは図書館に来ていただいていない市民の方もたくさんいらっしゃい

ますけども、本の寺子屋というイベントを通じて、また別な面で図書館に来ていただく。また、おもしろいと思

っていただく。また、例えば作家の方をお呼びすることで、例えばアメリカあたりでよくやるんですけども、作

家の方が全国を歩きまして、実はサイン会とか講演会をやりながら自分の本を売っていくという、オーサーズツ

アーって言うんですけども、こういったものが日本ではなかなか定着しておりません。例えば有名な作家の方に

来ていただいた時に、地元の書店さん、そしてまた図書館、そういったものがいろいろリンクをしましてですね、

そういった出版活動にも図書館自体が側面的に支援できる、そういったサービスの展開が図れると思っておりま

す。そんな形でやっていきたいと思っています。 

○中原巳年男委員 今の説明で、市民一人当たりの読書冊数が、非常にいいところまで来ている。本当に県内で

はトップであり、滋賀県の１０冊というものにも本当に近づいてきているという中で、やっぱりその中で、さら

に図書館の価値観とかいうものを上げる中に、やっぱりもっと表に出して、塩尻市が全国で読書冊数トップだよ

というようなものを目指して、さらにその上を行くということでね、ちょっと外れるけど、小さい小中学生のこ

ろ本を読んだ子って、すごく精神面でも情緒面でもいい効果があるんですよね。だから、そんなことも含めて、

今、高齢の方が、当初はね、ちょっと自分が欲しい本を見つけるのに戸惑ったということがあるんですが、最近

は図書館のシステムがわかってきたんで、自分の欲しい本がすぐ見つけられるようになったということもありま

すけども、やっぱりそういう中で、小中学生ですとか高校生がより多く利用できるようにね、一つアドバルーン

を上げてみたらどうかなと。全国一本を読む市をつくろう、とかね、いうようなこともちょっとまた検討してい

っていただければというふうに思いますので、よろしくお願いします。 
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○図書館長 ありがとうございます。御指摘の特に小中学生、特に中学生、それから高校生なんですけれども、

小学校まではかなり読書冊数も多いんですが、どうしても全国的に中高になると受験の関係、部活の関係、いろ

んな関係で若干読書から離れる年代でございます。そこに関して、うちのほうでは、若葉のコーナーということ

で、中高生をメインターゲットにしました書架をつくってございます。こちらのほうの利用が、えんぱーくにな

ってから急激に伸びております。非常に多くの中高生がここに来ていただいて、ライトノベルというだけはない

んですけども、読みやすい作品を集めて御提供しております。そういう意味では、委員さん御指摘のように、非

常に中高生の図書館利用というものがふえておりまして、ある意味では、強引に集めるのではなくて、集まる、

そういった図書館になっております。特に御高齢の方には、大活字本といいまして、活字が非常に大きく、大き

な活字で書かれた本がございます。こちらの本の利用が、これも極めて急増しておりまして、確かにごらんいた

だいているのかなというふうには、客観的には理解をしております。 

○森川雄三委員 ちょっともとへ戻っちゃっていけないが、２８２ページのね、文化センターの関係で改修、先

ほど３階３０３に小口益一さんの版画を展示室というような、ちょっとそこら辺、もう少し詳しく説明いただけ

る。 

○社会教育課長 小口さんの作品をですね、寄贈いただいたものですから、現在展示をできるような設備が整っ

た部屋というのはございません。今回、その３０３の部屋を展示ができるような形で、作品をつるレールと、あ

とスポットの照明器具を整備することで、小口さんの作品を常設展示するということではありませんが、それを

展示するとともに、総文の利用者の中に写真だとか、絵だとか、いろんなさまざまなそういう作品をそれぞれの

部で展示したいというような御要望もありますので、そういう方々にも御利用いただけるようなものとして再整

備を少しさせていただきたいというふうに考えております。 

○森川雄三委員 常設ということじゃなくて、寄附いただいたから、とりあえずそこへ展示しておくかという場

面であって、要は、例えばそれをですね、交流センターの一室へ持っていって今後皆さんに御披露しようとかで

すね、例えば一室を小口さんの版画の展示室であるとか、そういったようなお考えはどうです。 

○社会教育課長 その点につきまして、本会議でも西條議員からも質問がありまして、常設展示ということは基

本的には考えておりませんが、最初にいただいたもの一回はお披露目というんじゃないんですけども、特別展示

的に、ここへ寄贈いただかないスケッチ等も実はございまして、それについては町田国際版画美術館のほうに保

管されておりますので、そういうものをお借りするなどして、最初、こういう作品、全体的なものを展示をした

いというのが１点あります。その後ですね、御遺族の御意向がありまして、いろんな形でいろんなところで展示

をしてほしいという、こういうふうなお話がございました。現在考えているのは巡回展という形で、例えば平出

の、もともと版画をやるきっかけとなったのは平出博物館ということですので、それにちなんだ土器をつくる人

とかですね、最初に賞をもらったポスターとかはありますので、そういうものは平出博物館で展示するとか、あ

るいは、バッタの作品があるんですけども、そういうのを自然博物館に展示とかという、それぞれの場所場所に

よってテーマ設定をある程度した上で、いろんな場所で展示をしていきたいと。当然、市民交流センター等へも

お願いをしまして一定の回る中で１年かけて、展示会をできればいいなと思っています。というふうに今、計画

をしておりますし、御遺族の方もそのような御意向もありますので、そんな形で進めたいと思います。 

○森川雄三委員 いただいて１年間のあんばいはわかったんだけども、それじゃ、それが済めばどうなるの。 
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○社会教育課長 その後はですね、学校とかですね、さまざまな形で芸術の振興だとか、そういう教育の部分で

役立てるような形で、常設で例えば一つだけ飾っておくとかじゃなくて、ある数点をセットでというふうに考え

てますけども、そういう形でいろんな場所に展示はしていきたいというふうに考えております。ただ、やはり作

品ですので、特別のそういう部屋で展示しているならば常設というか、長い間展示できるんですけども、どうし

ても通常のこういう部屋ですと劣化してしまいますので、作品の入れかえだとかですね、ある一定期間を設けて

展示していきたいというふうに今、考えております。 

○委員長 ほかにございますか。なければ、あれですかね、続きを。５目平出博物館から６項保健体育費までを

議題といたします。説明を求めます。 

○平出博物館長 続きまして５目平出博物館費ですが、予算書２９１、２９２ページ、予算説明資料５２ページ

をお願いします。平出博物館及びガイダンス棟の維持管理、並びに教育普及活動にかかわる経費でございます。

２９２ページの３つ目の白丸、平出博物館運営諸経費のうち臨時職員賃金３９０万１，０００円につきましては、

博物館、ガイダンス棟、遺跡管理業務にかかわる臨時３名、パート２名、計５名分の賃金です。遺跡公園の周知

と活用を図る目的で毎年開催しております、ひらいで遺跡まつりにつきましては、例年５月の最終日曜日に行っ

てまいりましたが、本会議でも申しましたように、来年度は９月９日の日曜日に公園竣工式に引き続いて開催す

る予定となっております。予算的には、謝礼、食糧費、印刷製本費の中に分かれておりますが、記念となるイベ

ントとなるよう、関係機関等と相談しながら今後内容の検討も進めてまいります。議員の皆様におかれましても、

ぜひ御出席いただき遺跡公園の雰囲気を味わっていただければと思います。中段の印刷製本費１２２万５，００

０円につきましては、博物館で発行している研究紀要、講座ノート、入館パンフレットのほか、遺跡公園の竣工

をＰＲするポスター、チラシなどの印刷費です。 

次のページ２９３、２９４ページをお願いします。２つ目の黒ポツ、樹木管理委託料４８万９，０００円につ

きましては、博物館の見学者の安全性に配慮して、建物周辺の松等、樹木の伐採、枝打ちと、平出一里塚の松の

せん定を年次計画で行っているものです。それから７つ下の黒ポツですが、耐震診断委託料５１０万円につきま

しては、平出博物館にある３つの建物のうち、入口に当たる昭和２９年建築の平出遺跡考古博物館と、奥にあり

ます昭和５４年建築の歴史民俗資料館の２館が、新耐震設計法昭和５６年以前の基準により設計された建物のた

め、耐震診断を行い建物の耐震性能を確保し、来館者の安全確保と資料の保全を図るものでございます。以上で

す。 

○こども課長 続きまして６目の青少年育成費でございますが、青少年補導活動のほかに、有害環境の浄化、あ

るいは健全事業等の推進に関する経費でございます。 

説明欄最初に委員等報酬がございますが、その中の最初の中点、青少年問題協議会ですけれども、こちらにつ

きましては法に基づく協議会、これを置きまして青少年問題全般にわたる審議、調査をする協議会でございます。

次の中点、補導委員でございますが、非行を未然に防止するために街頭補導、列車補導などを１４班編成で年間

１０回、月１０回実施しているものでございます。その下、青少年健全育成審議会委員でございますが、こちら

は、塩尻市有害図書類等の自動販売機の規制に関する条例、こちらに基づく審議会でございまして、自販機で販

売される商品、これに対して青少年への有害性を判定するというふうな役割の審議会になっております。 

次の丸、青少年育成事業諸経費でございますが、青少年補導センターの事業費、あるいは柏茂会館の管理経費、
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これらが主なものになります。新年度では、こども課と男女共同参画・人権課が交互に開催しているイベントが

ございまして、豊かな心をはぐくむ市民の集いでございます。この関係費用を、この諸費の中で計上させていた

だいております。なお、集いの開催は９月１５日、レザンホールということで予定しております。それから中ほ

どに印刷製本費５１万円余がございますが、補導センターだより、このほか市民の集いのパンフレット等で市民

意識の啓発を図るものでございます。次のページ２９５、２９６ページをお願いします。２つ目のところに講演

企画委託料がございますが、市民の集いで御講演いただく講師に関しまして日程、謝礼あるいは送迎等、一切の

調整を一括して専門業者に委託するための費用でございます。 

次の丸、青少年育成事業補助費６０６万円余がございますが、市民による青少年健全育成活動を促進するもの

でございまして、５つ目の点、青少年健全育成事業補助金５０４万円余ですが、市子供会・育成会連絡協議会を

通じて、各地区、各区の子供会の活動に対して補助をしているものでございます。最後の点でございますが、居

場所づくり補助金７５万円ですが、各地区で定期的に開催されております太鼓教室、ドッジボール等のスポーツ、

レク活動等の運営を補助して、市民の負担軽減を図っているというものでございます。以上でございます。 

○平出博物館長 続きまして同じページですが、７目文化財保護費の２つ目、発掘調査事業ですが、平出遺跡の

整備事業でこれまでに出土した資料の整理、吉田地区の防災コミュニティ施設建設に伴う遺構確認調査、また個

人住宅建設に伴う遺構確認調査に要する経費でございます。２つ目の黒ポツ、臨時作業員賃金４１３万５，００

０円につきましては、現場の発掘作業員賃金及び出土品の整地作業員賃金で、現場作業は一日６，２００円、整

地作業は一日６，１００円の単価となっております。以上です。 

○文化財担当課長 同じく７目文化財保護費、お願いいたします。３つ目の白丸、文化財管理事業諸経費を御説

明いたします。予算案説明資料では５０ページをお願いいたします。１つ目の黒ポツ、臨時職員賃金につきまし

ては、昨年度まで公民館、学校関係に盛らせていただいていたものを、実質的に活動いただく文化財管理事業費

に盛らせていただきました。４つ目の黒ポツ、費用弁償は、審議会の委員及び文化庁現地指導、文化庁現地確認

にかかわる費用弁償に当たるものです。７つ目の黒ポツ、営繕修繕料につきましては、指定文化財の標柱説明板

及び市指定物件で、市所有有形文化財の小破修繕を行うものであります。９つ目の黒ポツ、指定文化財修理補助

金につきましては、重要文化財小野家住宅の半解体工事にかかわる補助金であります。平成２４年度、１億円の

事業費のうち７％に当たるものでございます。 

○平出博物館長 次のページ２９７、２９８ページの最初の白丸、史跡平出遺跡指定地公有化整備事業をお願い

します。６番目の黒ポツ、印刷製本費２５０万円ですが、平出遺跡の整備終了に伴いまして、整備の報告書を年

次計画で２年ごとに３冊発行する予定ですが、その第１回に当たります整備編を印刷、発行するものです。１，

０００部印刷しまして、１冊４，０００円で今後収入をみていくことになっております。なお、残りの２冊につ

きましては、いずれも発掘調査の成果を報告するもので、２冊目の縄文編は平成２６年度、３冊目の古代編は平

成２８年度に発行する予定です。その下の報告書編集委託料は、今の整備編の報告書の中で工事にかかわる部分

の原稿について、当初から整備工事の設計監理に携わっておりました業者へ委託するものでございます。 

○文化財担当課長 続いての白丸、古文書室運営諸経費ですが、市に寄贈されました古文書の目録作成、保存に

かかわる経費でございます。平成２３年度に１家寄贈がございまして、計１７家、現時点で１，５００点の保存

活用が進められております。以上です。 
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○男女共同参画・人権課長 では、続きまして８目男女参画推進費でございます。一番上の白丸、委員等報酬で

ございます。まず男女共同参画審議会委員報酬１４人分、それからその下、月３回実施しております女性相談の

相談員への報酬１人分でございます。その下、嘱託員報酬でございますが、それにつきましては男女共同参画推

進員といたしまして、啓発運動、企画運営等、また市民団体との調整を行う嘱託職員の報酬でございます。 

３つ目の白丸、やさしく女と男推進事業でございます。こちらの事業につきましては、市民グループとの協働

で研修会等を開催いたしまして、人材の育成、啓発活動を行うものでございます。平成２４年度につきましては、

この市民グループとの協働事業が１０周年を迎えるということでございまして、記念講演会等も予定されており

ます。 

次のページの白丸になります。男女共同参画啓発事業でございます。まず、塩尻駅、広丘駅等の街頭啓発です

とか、市内企業を対象としましたセミナーの開催、また男女共同参画の情報誌「共に」の発行を行うものでござ

います。一番上の黒ポツの臨時作業員賃金につきましては、市民から公募をいたしました「共に」の情報誌編集

委員４名への謝礼ということでございます。 

次の白丸、男女共同参画推進事業補助金につきましては、市民団体が行います男女共同参画を推進する事業に

対しまして、その事業の２分の１を補助を行うというものでございます。以上です。 

○社会教育課長 続きまして、９目短歌館費について御説明申し上げます。説明資料５０ページもあわせてお願

いいたします。短歌館は、ことし１０月に開館２０周年を迎えます。塩尻ゆかりの歌人を中心とした企画展、短

歌大学等を中心とした講座を通じて、改めて短歌文化の発信を進めてまいります。 

それでは、２番目の白丸、短歌館運営諸経費から御説明したいと思います。上から３つ目の黒ポツ、講師謝礼

９６万円余でございますが、これにつきましては、短歌大学５回を開催する計画であります。それから、中ほど

の黒ポツ、印刷製本費８０万円余でございますが、そのうちの６０万円につきましては、短歌館要覧について開

館１０周年の時に作成したものになっておりますので、これにつきまして新たに制作をしていきたいというもの

でございます。下から４つ目の黒ポツ、営繕修繕料４６万円余でございますが、これにつきましては、短歌館の

板塀が傷みが激しいため、その修理を行うものでございます。続きまして次のページ、３０１、３０２ページを

お願いいたします。一番下の黒ポツ、展示資料購入費でございますが、これにつきましては、塩尻にゆかりのあ

る歌人の遺墨、遺品の購入等の費用でございます。 

その下の白丸、短歌の里づくり事業２０万円でございますけども、これにつきましては、短歌館協力会に委託

をしまして、短歌フォーラムの見てある記等、短歌館にかかわるさまざまなイベントについての事業実施を行っ

ているものでございます。 

次に、１０目自然博物館費でございます。塩尻市内外の自然を多面的に学ぶために、必要な標本や資料などを

展示するとともに、自然にかかわる講座等を開催するための費用でございます。２番目の白丸、自然博物館運営

諸経費４１７万円余の中ほどの黒ポツ、印刷製本費７６万円余でございますけども、このうちの１４万円でござ

いますが、平成１０年より広報しおじりの表紙を飾ってまいりました小さな美の世界、その一部をパネルとして

制作し、自然への理解を深めるために活用していくものでございます。 

○平出博物館長 続きまして、１１目本洗馬歴史の里運営費、３０３、３０４ページをお願いします。本洗馬歴

史の里運営諸経費につきましては、資料館、釜井庵及び復元した和兵衛釜の維持管理、並びに教育普及活動にか
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かわる経費でございます。１つ目の黒ポツ、臨時職員賃金３７万円につきましては、釜井庵、資料館周辺の外回

りの環境整備、雪かき等の作業を必要に応じてお願いしているものでございます。３つ目の講師謝礼１１万８，

０００円ですが、釜井庵寺子屋塾３回、歴史講演会、工芸教室、陶芸教室の講師謝礼でございます。あとは、通

常の維持管理費となっております。以上でございます。 

○文化財担当課長 続いて、３０５、３０６ページ、１２目町並み保存推進費を御説明申し上げます。予算説明

資料では５０ページをお願いいたします。２つ目の白丸、町並み保存推進事業ですが、町並み保存の庶務的な事

業を行う予算でありまして、旅費、費用弁償が主たるものであります。 

３つ目の白丸、重伝建整備事業を御説明申し上げます。予算説明資料５１ページでお願いいたします。５つ目

の黒丸、設計委託料でありますが、重伝建木曽平沢の防災施設の実施設計の委託料であります。これは、国の文

化庁による重伝建防災施設整備事業の国費をいただきながら実施するものであり、消火栓の増設など、平成２７

年度にかけて実施いたします。６つ目の黒ポツですが、本市を代表する本棟づくりの建造物の学術調査を実施し、

文化資産としての確立を図ろうという調査委託料であります。これも新規事業に当たります。平成２４年、２５

年にわたる継続とさせていただきます。７つ目の黒ポツですが、重伝建奈良井、木曽平沢両地区の修理修景事業

補助金であります。奈良井地区の修理２件、修景１件、木曽平沢地区、修理３件、修景１件の計７件の補助にあ

たるものであります。以上です。 

○社会教育課長 続きまして、１３目楢川地区文化施設運営費について御説明いたします。２番目の白丸、楢川

歴史民族資料館運営諸経費２７６万円余でございますが、これにつきましては、資料館の通常の運営にかかわる

経費でございます。資料館につきましては、木曽路の宿場町の生活した民具等を展示した資料館でありまして、

奈良井宿の峠寄りに位置しておりますので、奈良井宿のガイダンス的な役割を持たせながら運営を進めたいとい

うふうに考えております。 

次のページ、３０７、３０８ページをお願いいたします。最初の白丸、中村邸運営諸経費３８５万円余でござ

いますけども、これについても通常の運営経費となります。中村邸は、奈良井宿の典型的な町屋の形式を伝える

くし問屋として保存しておりますし、指定の有形文化財として一般公開をしております。そのうちの上から５つ

目の印刷製本費９０万円余でございますけども、そのうちの８４万円につきましては、現在使われております入

館時のパンフレットが旧楢川村時代から使用してきているものでございまして、今回、中村邸については年間で

２万人ほどの入館者がございます。このパンフレットを一新をいたしまして、ここから塩尻市内の文化施設のそ

れぞれの館の情報を掲載することで、ここに来た人が、ほかの資料館の状況を知っていただいて、ほかの館にも

入館していただくように促していくという、そういうことで今回新たにパンフレットを制作させていただきたい

というふうに考えております。 

次の白丸、贄川関所・木曽考古館運営諸経費３１５万円余でございますけども、これについても館の通常経費

でございます。贄川関所は、中山道の人と物の往来を監視するために置かれたものでございまして、中山道の交

通にかかわる資料などを展示しております。関所の外壁の板塀が傷んでおりますので、この板塀の改修工事を予

定しております。下から２番目の贄川関所改修工事２５万円が、それに当たります。 

一番下の白丸、木曽漆器館運営諸経費３３８万円余でございますけども、これにつきましては、木曽漆器館の

通常の運営経費として、木曽漆器の製作工程や製作にかかわる道具類、作品資料を展示しながら、漆器にかかわ
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る体験学習を進めてまいるものでございます。 

続きまして、３０９、３１０ページをお願いいたします。１４目芸術文化費でございます。説明資料の５１ペ

ージをお願いいたします。芸術文化事業費４６８万円余については、市民の芸術文化に触れる機会の提供や、自

主的な芸術文化活動の支援を行うものでございます。上から２番目の講師謝礼４万円でございますが、これにつ

いては、音楽は楽しいリズムクリニックとして４回分の講師謝礼を計上したものです。下から３番目の黒ポツ、

芸術文化事業委託料２４０万円でございますけども、これにつきましては、市民芸術祭、文化祭等、市主催の芸

術文化事業の事業実施にかかわる委託料でございます。次の備品購入費８７万円余でございますが、これにつき

ましては、版画家小口益一さんの御遺族から御寄贈いただきました版画作品の収蔵のためのたな、それから展示

用の額、それから美術品の盗難システムの機器の購入に充てるものでございます。以上、５項の社会教育費の説

明でございます。 

○スポーツ振興係長 続きまして、６項保健体育費の説明を申し上げます。予算書３０９から３１６ページの主

なものについて申し上げます。予算説明資料は５３ページでございます。予算書３１０ページをお願いいたしま

す。１目保健体育総務費の白丸、委員等報酬２００万円につきましては、生涯スポーツ推進のために委嘱してい

ますスポーツ推進委員３２人とスポーツ普及員２８人の報酬でございます。なお、スポーツ推進委員につきまし

ては、昨年、スポーツ振興法が全改正され、教育基本法が施行された際、体育指導員の名称がスポーツ推進委員

と改められております。 

次に３１２ページをお願いいたします。上の白丸、保健体育総務補助費２６７万６，０００円のうち、体育事

業推進協力者等謝礼１４６万３，０００円につきましては、小中学校１５校分の体育施設が開放されております

ので、毎月利用日の日程調整をいたします利用委員会の正副利用委員長の手当と、中学校５校で２５人分の部活

活動補助の経費でございます。 

次の白丸、保健体育総務負担金１２３万５，０００円のうち、体育大会等負担金１０８万６，０００円につき

ましては、例年楢川屋内運動場で開催されています楢川荻村杯卓球大会負担金８万６，０００円と、松本歯科大

学陸上競技場で７月２９日から３１日に計６試合開催されます、全国高等学校総合体育大会サッカー競技の負担

金１００万円でありまして、長野県実行委員会へ支出するものでございます。平成２４年度は北信ブロックの開

催であります。サッカーにつきましては塩尻市、松本市、大町市、千曲市、卓球につきましては長野市、相撲に

つきましては長野市と中野市、弓道につきましては松本市、それぞれで開催されます。 

その下の白丸、市民スポーツ振興事業２，３１９万３，０００円の主なものを説明させていただきます。上か

ら５つ目の黒ポツ、健康スポーツ都市宣言事業委託料９０万円は、ファミリースポレクフェスティバルを開催す

るための委託料であり、中央スポーツ公園周辺で開催されるものでございます。次の黒ポツ、体育振興事業委託

料６１１万９，０００円は、競技スポーツの振興、市民体育祭、夏季、冬季、スポーツ少年団などの育成等の委

託料であり、体育協会へ委託するものでございます。次の黒ポツ、健康体力づくり推進事業委託料２７９万円の

主なものにつきましては、昨年９月に２，０００人を超えるエントリー者数で開催されました塩尻ぶどうの郷ロ

ードレース大会、それと、インターバル速歩というウォーキング方法と健康づくりの知識習得のための教室であ

る、ヘルシーフィジカル教室の委託料であります。１つの教室１２回開催し、年に２教室行い、１教室の定員３

０人を予定しているものでございます。次の黒ポツ、地区体育振興事業委託料４７４万６，０００円につきまし
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ては、市内１０地区のスポーツ振興事業委託料であり、体育協会へ委託するものです。次の黒ポツ、体育協会活

動補助金７２８万３，０００円につきましては、体育協会への委託事業の推進と活動支援をするもので、主に人

件費、事務費でございます。 

次に、その下の白丸、塩尻トレーニングプラザ管理運営費１，２１０万円のうち、指定管理委託料１，１５０

万円につきましては、塩尻トレーニングプラザの管理運営のための委託料で、公益財団法人体力づくり指導協会

への指定管理料です。その下の駐車場使用料６０万円につきましては、市営駐車場１０台分のうち５台分の使用

料を市の駐車場会計に支払うものでございます。 

次に３１４ページをお願いいたします。２目体育施設費の中の２つ目の白丸、体育施設管理諸経費でございま

す。最初の黒ポツ、臨時職員賃金４４１万６，０００円につきましては、小坂田公園市民プールの臨時職員の経

費でございます。次の黒ポツ、臨時作業員賃金１４９万７，０００円につきましても、市民プールのアルバイト

に要する経費が主なものでございます。次に、下から１２番目の黒ポツ、体育施設管理委託料１，０９６万３，

０００円のうち、体育館、市営球場や中央スポーツ公園、楢川の施設を含めた体育施設の管理業務を体育協会へ、

体育施設の整備作業、草刈り、せん定、グラウンド整備等をシルバー人材センターに委託するものでございます。

次の黒ポツ、５つ下の体育施設予約システム保守点検委託料１６３万８，０００円につきましては、公共施設予

約システム機器の点検委託でございまして、体育施設、総合文化センター、市民交流センターの予約システムに

伴う経費でございます。次にその下の黒ポツ、中央スポーツ公園サッカー場芝管理委託料１３３万円につきまし

ては、天然芝の育成のための施肥、播種、土壌改良材の散布等の経費でございます。 

次、予算書３１６ページをごらんください。最後の白丸、体育施設整備事業でございます。上から３つ目の新

体育館調査委託料につきましては、新体育館に関する今後の方向性をお示しした中の報告について調査を実施す

るものでございます。内容につきましては、８，２００平米規模の新体育館施設の圧縮可能性の検討、圧縮規模

に応じた建物配置や、駐車場配置計画のシミュレーション、概算工事の検討、また、委託管理、適正管理などの

費用検討と維持管理費の検討を行うものです。また、３月末完成予定の西通線開通後の交通量調査を、平日と休

日の２日間行うものでございます。次の黒ポツ、中央スポーツ公園整備工事につきましては、現在ある浸透ます

が土砂の流入で目詰まりを起こし、大雨、長雨の時に長時間水位が引かず、駐車場の利用に支障を来しているた

め、浸透ますを１カ所設置するものでございます。次の黒ポツ、学校夜間照明整備工事につきましては、塩尻東

小学校のグラウンド夜間照明の改修工事でございまして、投光器、安定器、ランプ、配線等の改修を実施するも

のでございます。次の黒ポツ、総合グラウンド整備工事につきましては、中央スポーツ公園の浸透ますが目詰ま

りをしているため、浸透ますを１カ所設置するものでございます。以上でございますので、よろしくお願いいた

します。 

○委員長 ここで１０分間休憩を取ります。 

 午前１１時１４分 休憩 

        

午前１１時２３分 再開 

○委員長 それでは、再開いたします。先ほど説明を受けましたので、質疑を行います。委員より質問、御意見

ありましたらお願いします。 



17 
 

○副委員長 ３００ページの男女共同参画推進費の事業補助金のところをお伺いします。どういった事業に補助

を出されるんですか。お聞かせください。 

○男女共同参画・人権課長 今のは啓発活動ということでございまして、その方の下の団体で開催します講演会

が、団体が主催したものは講演会であるとか、学習会、あとその団体の広報誌ですか、そういったものの補助を

主にしている内容となっております。 

○副委員長 もう少し具体的に、どういったものがあるかを。学習会が何回とか、講演会が１回だけなのかどう

か。 

○男女共同参画・人権課長 詳しくは係長のほうから。 

○男女共同参画係長 主に婦人団体、塩尻女性会議ですとか、塩尻地域女性団体連絡会において、男女共同参画

にかかわる講演会又は学習会等を開催したものに補助を出しています。 

○委員長 済みません、じゃあ私のほうで関連で、２９８ページのやさしく女と男推進事業で、ことし説明資料

を見ますと、防災と災害復興と男女共同参画をテーマに講演会を開催するというふうに説明書きがありますが、

男女共同参画と防災との関連の講演会になっていますので、参加対象者も拡大したほうがいいかと思いますが、

その点、防災関係との連携も取る必要があるかと思いますが、その辺どのように計画されているのかお聞きした

いと思います。 

○男女共同参画・人権課長 この件につきまして、事務局の中でございますけど、防災の課長等へ今、情報を流

しまして、この事業をする際にはぜひ防災、市内のですね、各関連団体等へ連絡、あとは参加要請等を行ってい

ただくよう要請はしておりますです。 

○委員長 やはり大事なテーマだと思いますので、多くの方、関係者の方が参加できるような講演会にしていた

だきたいと要望します。ほかにございますか。 

○副委員長 ２９４ページの青少年育成費のところでお願いします。上から３つ目の青少年健全育成審議会委員

報酬のところで説明がありました、市内の有害図書自販機っていうのは、今どのくらいあって、どのようなこと

をされていますか、今。 

○こども課長 今は設置が善知鳥峠１カ所でございまして、自販機の台数としては７台。いわゆるビデオとかで

すね、そういった映像のものですとか、大人のおもちゃと言われるようなものは、条例がありますので、そこに

該当しない下着、衣類、あるいは健康飲料みたいなものです。そういったものが今、販売されているという状況

でございます。現に電気が入って販売されている状態でございますので、要は商品さえ入れかえればどんなもも

売れますので、そういった意味から監視等の対応を地元と一緒に進めているという状況でございます。 

○副委員長 今、市内で７台、１カ所だけということに、この１５人の委員の方は、年に何回ぐらい、どういう

活動をされていますか。 

○こども課長 そちらの審議会はですね、その監視活動の中で有害性が高いというふうに、有害性が高いという

よりも条例に触れる可能性があるというふうに私どもが判断したものをですね、持って行ってその審議会で確認

していただくという役回りでございますので、そちらの委員が監視活動に加わっているということではございま

せん。 

○永田公由委員 ２９２ページの平出博物館の関係ですけども、これで遺跡公園が整備も一段落して、これから
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観光の拠点施設なりというようなことで、充実した事業を展開というようなことも書いてあるんですが、新しく

平成２４年度については、何か新しい企画というか取り組みというのは考えているわけですか。 

○平出博物館長 平出博物館の事業の中でという御質問だと思いますけども、ことしは遺跡公園がオープンとい

うことで、それに関連した事業等を進めていく予定でございます。遺跡とのつながりということで、特に体験面

ではクイズラリー等も行っていきますし、それから、実は遺跡公園のオープンということなんですけども、もう

一つですね、平出の史跡指定６０周年というふうに記念すべき年にも当たりまして、それにあわせまして記念の

講演会等をやりまして、平出遺跡をもう一度検証していくという形で、ことしは進めていく予定でございます。 

○永田公由委員 せっかく整備して、それで博物館の周辺も非常に、行くといいだよね、環境が。どうも、何と

言うかな、国史跡、三大史跡というようなことでもって取り組みに積極性がないような気がするんだよね。もう

少し全国にアピールするようなものをぽーんと打ち出すようなことをさ、１年くらいかけて考えていかないと、

なかなかこれからね、ああいう地味な、いわゆる地味なものに対して人を集めるとか、難しいとは思うんだけど、

例えば瓦塔ってあるじゃないですか。あれは日本に１つしかないんだよね。 

○平出博物館長 済みません、瓦塔につきましては全国で幾つも出てるんですけども、復元された例が全国で５

つ今ありまして、その中で一番最大のものが塩尻にある瓦塔ということになっています。 

○永田公由委員 私、勉強不足で、瓦塔っていうものは、昔、何に使ったんだい。 

○平出博物館長 かわらでつくった五重の塔ということで、五重の塔のかわりをしていたものです。出土した場

所がですね、ほとんど東日本に限られています。そこから推測しまして、恐らく西日本、都があった地域ですけ

ども、の豪族につきましては財力があったものですから本物の五重の塔を自宅に建てまして信仰の対象にしてい

たと。それに対しまして、東の豪族は財力がないものですから、ミニチュアの模型をかわらでつくりまして、そ

れを屋敷に安置して、その中に経典か何かを入れて朝晩祈っていたというような使われ方をしたんではないかと

思われるものです。ですから、東日本にしか出土しておりませんし、その中でも、ミニチュアの模型なもんです

から、ほかのものはほとんど少し簡略化したものなんですが、塩尻の菖蒲沢の瓦塔は非常に精巧にできておりま

して、しかも高さも、全国で２番目のものよりも４０センチもまだ高いという、非常に大きな精巧なもので、こ

れは全国に誇れるものだと思っています。今、委員さん御提案いただきましたように、瓦塔もですね、瓦塔館が

開館してことしで２０周年にちょうどなりまして、それにあわせて、平出遺跡とあわせまして、ことしそちらの

ほうも少し、検証し尽くした部分もございますけれども、もう一度ちょっと日の目を向けてみたいなという気持

ちもございます。 

○永田公由委員 例えばね、茅野にあるようにね、縄文のビーナスっていうと、どんなにいいものかと思って見

に行くとさ、まあねえ、そんなに大したものじゃないよね。それだもんでさ、縄文の瓦塔ったって来ないでさ、

いくらか横文字でさ、何か理由つけてさ、やるとか、その発想もちょっとしてみるじゃん、ね。そうすると、だ

まされて来る人はいるかもしれない。その辺はお願いしておきます。 

 それともう１つね、平出一里塚線が開通して今度観光バスがね、ずっと入れるというようなこともパンフレッ

トの中でＰＲをしてもらったりして、できるだけ一人でも多く、ちょっとこの入館料を見ると寂しくなっちゃう

もんで、もう少し何とか頑張っていただきたいと思います。この間、うちの丸山議員がね、質問したようにね、

縄文のコンサートとかね。あの人５万円で来てくれるって言ってたでさ、その辺くらいなら出てくると思うでさ、
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そういうのもちょっとね、お月見コンサートっていうようなことでさ、やるとか、いろいろ考えてよ。お願いし

ます。 

○委員長 要望ですね。 

○永田公由委員 要望でいいです。 

 それとね、国宝、その重要文化財の修理修景の関係ですけど、この事業っていうのは期限があるわけですか、

国では。何年間でどのくらいやりなさいよとか、そういった決まりっていうか、決めみたいなものはありますで

しょうか。 

○文化財担当課長 重伝建制度につきましては、国の文化財保護法に規定されているものでありまして、文化財

は期限内にどうこうするということではなくて、文化庁の言葉を借りるとするならば、国が滅びるまでおつきあ

いしますよみたいなことで、半永久的にこの制度は続くものと思っております。 

○永田公由委員 それで、塩尻とすれば、この平沢、奈良井地区のいわゆる修理修景事業について、当然市の負

担も３０％くらいあるわけですが、そんなにないか、市は。個人があるのか。個人が３０％。 

○文化財担当課長 ２０％です。 

○永田公由委員 ある程度ね、どこら辺までやるかっていう目標っていうものは決めないといけないと思うんだ

よね。のべつまくなし、ずうっとだらだらやっていくんじゃなくて、やっぱある程度集中的にこうやって一つの

ものをつくり出していくっていう事業を考えていかなきゃいけないと思うんだけど、その辺は、渡邊課長はどん

な構想を持っているんですか。 

○文化財担当課長 御指摘の点、重々理解しているつもりでございます。先ほどの、まず最初のほうでちょっと

共通理解をしたいと思いますが、補助については、修理、文化財的に価値があるということで、また自分たちも

守りますという覚え書きを交わしたものにつきましては、特定物件ということで、補助率が、補助対象部分の８

０％、個人の持ち出しが２０％であります。なお、内部につきましては、そのお宅の御自由ですが、構造材、は

りとか柱みたいなものを切らないでくださいという、外側を、外観保存をお願いしてございます。また、修景事

業というものにつきましては、その特定物件には及ばないが、昭和４０年代ぐらいに直してしまいましたと。し

かし、景観をあわせるために、また少し模様がえをしたいということに対してする事業でありますが、それを景

観をあわせるという意味から修景事業ということで６０％の補助であります。全くこれは、面一枚の外側の補助

ということで御理解いただければよろしいかと思います。 

 そしてですね、伝建地区、だらだらといつまでもというわけではどうかというようなことに対してのお尋ねだ

と思いますが、現在、奈良井宿は３４年目を選定後迎えております。そしてですね、補助金の適正化法におきま

して、２２年を経過しないと同じようなところをやるわけにはいきませんので、２２年の間、その全戸を一回り

して、また手を挙げるような方も、このごろちらほら出てきておりますが、おおむねですね、奈良井は落ち着い

てきておりまして、２件、３件ぐらいのところで推移しているかなという感じを受けております。平沢につきま

しては、今まさに奈良井に追いつけ追い越せという勢いでですね、景観整備、文化財的な景観整備を進めておる

ところでありますので、やはりそれら適正であると言われている範囲内において、予算の許される限り手当てす

るのが文化財保護としてふさわしいのではないかと、そのように考えております。以上です。 

○副委員長 ３０６ページの町並み保存推進費のところで、委員報酬が昨年より１人減ってますけど、金額が一
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緒の理由は。 

○文化財担当課長 国立何々研究所、例えば奈良文化財研究所等の職員につきましては、委員としてお願いして

ございますが、報酬がもらえないということになって、費用弁償のみになっておりますので、１名減、減ったと

しても、もともとはその方には報酬を出しておりませんでしたので、１名減っても同じ額であるということで御

理解いただけるでしょうか。 

○副委員長 払っている人数は、昨年と同じ人数ですか。 

○文化財担当課長 そうです。払った人数は同じなんですが。 

○副委員長 ここに書いてある実際の人数は違う。 

○文化財担当課長 違うということで、１名減になりましたが、その方はもともと払っていなかったので、減っ

ても、もともとの額であるということであります。 

○中原巳年男委員 直接これは事業と関係ないけど、予算の時なんで教えてもらいたいんですが、臨時職員賃金

で、社会保険料が出てる場合と出てない場合の違いは何なのでしょうか。年齢とか何かがあるのかないのか。例

えば、３０８ページの中村邸それから贄川関所は保険料と賃金が出ていて、漆器館のほうは賃金だけというふう

なこと。 

○社会教育課長 臨時職員につきましては、それぞれの勤務日数で変わってきます。ですので、日数が１９日以

上になってくると、保険にせざるを得ないと、そういう形になりますので。中村邸はですね、現在、臨時職員１

人プラス予備で動かしているものですから、開館日数が非常に多いということで、通常の臨時職員よりも勤務時

間は多くなっています。 

○中原巳年男委員 そうすると、贄川の関所とか木曽漆器館は、複数の職員でやっているということなんですか。 

○社会教育課長 そういうことでございます。 

○森川雄三委員 短歌館の関係だがね、３０２ページ、一等下の展示資料購入の関係で、これ毎年５０万、６０

万、去年１００万、ことし６０万くらい量があるんだけども、この古文書なのか、いわゆる歌人のいわゆる書な

のかなんですが、ここら辺の購入基準というか、例えばその金額の算定根拠というかね、そこら辺はどのように

なっているんでしょうか。 

○社会教育課長 買っているものについては、基本的には軸だとかですね、書、書籍というか色紙のような形の

ものが主になります。なかなか手紙とかっていうのはですね、個人でやられたものですから、個人の書簡的なも

のというのはなかなか市場に出てこないっていうのがございまして、購入は、現在ほとんどその部分については

ございませんが、たまたま、これについても購入をしたいという、こちらが例えば短歌館ですと、太田水穂とか

ですね、関連する歌人のものであれば、その内容等を見まして購入をしています。ただ、金額については、やは

りなかなか相場というかですね、つかみづらいところがございまして、１点しかないものですから、ほかのとこ

ろであるわけじゃなくて、例えばそこの、見つけて売ってる美術とか書店とかというところへ入ってくるんです

けども、それが幾つも、何点もあって競争してっていう話にはなかなかならないものですから、こちらとしても、

ほかのものの部分の価格を参考にしながら、その業者と交渉して価格決定をして、あと、鑑定がその部分は本当

にそれが正しいのかという部分については、専門として扱っているところのものであれば、ある程度信用できま

すので、それについては確認をして購入してますが、また、全然別なところから出たものについては、信用でき
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る業者に一たんそのものも価格とですね、本物であるかということを確認をした上で購入をしているというのが

現状でございます。 

○森川雄三委員 最近というかね、テレビの鑑定団じゃないけども、いろいろ見りゃ、ああ偽物だったとかね、

そんなようなこともあるんだけれども、それはそれとして、要は、ここまで毎年毎年そういったものを購入をし

ていって、所蔵されて、さあそれをどのようにね、生かしていかれているのかどうか。また、それを、さあ所蔵

したはいいが、それを今後どうしていくのか。ただ、市として市の財産としておいて、あそこへただ展示してあ

るだけにしておくのか。そこら辺、ただ展示しておくだけだとですね、こう見ても、この入館料なり使用料なり

見ますと、全然お金が少ない。文化の仕事ですでね、そこでお金取れっていうことはあえて言わないけれども、

そういうものをどこまでふやしていくのが必要なのかって考えますとですね、ちょっと異論も生じるなというよ

うな部分もあるんですが、その点、どのようなお考えを持っておられるのか。 

○社会教育課長 所蔵というか、所蔵物につきましては、購入については、太田水穂先生の関係者とかですね、

そういう方から基金としていただいている、購入をしてほしいという形で基金としていただいて、それを活用し

て購入してきている部分もございまして、購入したものについては、当然、しまっておくだけでは価値の出ない

ものですから、ある、例えば水穂展で、その歌について、この歌についてはどういう背景があって、こういう歌

なんだよということを展示しながら皆さんに理解していただく。そういう形のものをきちっとやっていく必要は

あるというふうに感じておりますので、現在でもゆかりの歌人展等を開催してきておりますが、よりそういう部

分の地域に密着した形での展示方法というものを考えていくことで、地域の方もちゃんと見ていただける、ある

いは遠くのほうにもそういう情報が伝わるような形をとっていく必要はあるというふうに感じておりいますので、

その部分についてはこれからも努力を重ねていきたいというように考えております。 

○森川雄三委員 勉強の大きな資料としては、いい基準だとは思うんだけども、それが本当にどこまで必要かと

なるとですね、やっぱりそういうバランスを考えますと、今までの投資というか、そこら辺が本当にこれ以上ど

こまで行くのかなって、ついつい考えざるを得ないかなと思うものですからね。その点をですね、またしっかり

と部のほうでも考えていただければなと、そんなふうに思います。 

○社会教育課長 おっしゃるとおりでございます。私も、指導員のほうからこういう品物があるというのを出し

てもらいまして、実際それを購入した場合にどういう展示をするのか、あるいはどういう活用をするのかという

ことを確認をして、今回話があった人にも少し待ってもらったところです。そのようなケースもございますので、

必要なものについては購入をしていきますけども、予算があるからといってすべて購入に充てるという考えは持

っておりませんので、よろしくお願いします。 

○鈴木明子委員 ２９６ページの指定文化財の修理補助金ですが、小野家も長期にわたって改修が行われている

んですが、今どこら辺、シートで覆われていて見えないものですから、どんな状況かお願いします。 

○文化財担当課長 御指摘のとおり、平成２１年度から２５年度まで足かけ５年という長きにわたり御迷惑をお

かけしております。本年度、通過地点をほぼ越えましてですね、大方６割の状況であろうかと、進捗率、そのよ

うに考えております。本年度の８月には、今おっしゃられた主屋、母屋のことなんですが、母屋にかけられた素

屋根が取り払われます。そこはもう完全に直っているという状況です。その後にですね、続いております文庫倉

が今、ほぼ同じような状況で修理の完成間近ということであります。そして、追加指定をいただきました隠居家



22 
 

につきまして、今、半解体の状況で、上げ家をして、上げ家というのは上へ上げて下場をかためてから下ろすと

いう状況にはなっておりますが、それもかなり進んでおりますので、平成２５年の８月を目途に完成の予定をし

て今進めております。以上です。 

○永田公由委員 同じページのね、青少年育成事業補助費の関係で聞きたいんですけど、これ、活動補助金、事

業補助金か。事業補助金で５００万円ほど出てるんですが、これはあれですか、申請して、それで報告も受ける

わけですか、決算については。 

○こども課長 それぞれ地区の協議会を通しまして、単位育成会からの事業を集約して申請していただいていま

す。これに対して補助金を概算払いでお支払いして、事業報告をいただいて精算をするということをしておりま

す。 

○永田公由委員 それは、課長のところで全部チェックしてるってことだよね。 

○こども課長 はい。こども課のほうでチェックをしております。 

○永田公由委員 それともう１点、これ、審議にはあんまり関係ないんだけど、大門の育成会長はどうなりまし

たか。 

○こども課長 改選期にあるということは聞きましたけれども、結果としてどうなったというところではまだ報

告がされる時期ではないものですから、まだ来てはおりません。 

○永田公由委員 市としては、介入おやりになるんですか。 

○こども課長 もともとはですね、選出自体が単位育成会の会長はですね、区の中で選出されますので、そこに

こちらから、私含めていろいろな形でお話をするっていうのはですね、難しいというか、できないのかなという

ふうに考えております。 

○中原巳年男委員 ３１６ページの体育施設整備事業で総合グラウンド整備、浸透ますということですが、あそ

このゲートボール場は、雨が続くとゲートボール場へ入れないというのはお話をしてあるんですが、これは、そ

れとかかわりのある工事になるわけでしょうか。 

○生涯学習部長 担当から。 

○体育施設係長 今、委員さんおっしゃられたとおりでございまして、外のゲートボール場の、やるところがあ

るんですけれども、その端っこのほうに新しく浸透ますを１つ、つけるものでございます。 

○中原巳年男委員 大体、梅雨前にできるのかどうなのかっていうのは、どんな見通しですか。 

○体育施設係長 なるべく早く設計を上げまして、できるように努力したいと思います。 

○中原巳年男委員 できるだけ梅雨時の前にできれば、十分利用しやすいと思いますので、お願いをいたします。 

○委員長 済みません、私のほうから。関連で、中央スポーツ公園の雨水工事も今回、予算で上がっていますが、

そちらのほうも時期的には、同じような要望なんですけれども、どうですか。 

○体育施設係長 総合グラウンドと同じように、そのような時期にぜひやりたいと思いますので。 

○委員長 ここはやはり多くの方から何度も何度も要望をいただいて、直接担当課長さんに現場を見に行ってい

ただいたような現状もありますので、よろしくお願いします。 

○永田公由委員 今のに関連してね、総合グラウンドはよっぽど深く掘らないと、多分砂利が出ないと思うんだ

けど。それだで、業者にはその辺、業者が決まったら言ってもらってやらないと、ただ簡単に掘ってやっちゃう
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と、すぐ詰まっちゃうと思うで、その辺を配慮してください。 

○委員長 済みません、私からもう１点。今回、社会体育意識実態調査というのが予算盛られていまして、その

実態調査は市独自でやるのか、全国的な調査なのか、また、どんな内容の調査なのかお聞かせください。 

○生涯学習部長 詳細については係長のほうから答弁させますけれども、これは５年に１回ですね、当市が行っ

ているものでございます。内容については、今井係長のほうから御説明しますので、よろしくお願いします。 

○スポーツ振興係長 社会体育意識実態調査ですけれども、昭和５１年から４年ごと８４年まで。それ以後は５

年ごとやっておりますけれども、当市の健康スポーツに関する現状と市民要望などを把握するためということで

調査をしております。内容につきましては、内閣府の内閣府大臣官房政府広報室で実施している体力・スポーツ

に関する世論調査というものがありまして、そちらのほうの内容も取り入れて、全国の調査とも比較するような

形で中身をつくらさせていただいて、実際に行う。そんな形で、調査自体は、市独自のものになりますけれども、

国のほうのデータとも比較できるような形のものを考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長 その調査の結果が多分出ると思うんですけれども、その調査の結果によっては、塩尻市の体育、社会

体育などの意識調査の状況がわかると思いますが、その結果が今後、新体育館のほうの建設の方向性とか、その

辺にもかかわるのかどうか、ちょっとお聞きしたいと思います。 

○生涯学習部長 方向性と申しますか、基本的に、以前にも私もちょっと担当する中で調べさせていたウォーキ

ングだとかですね、そういうものが、特に国民のニーズが高い、また市民のニーズが高いとかですね、いろいろ

なものが出てくるかと思います。今後、その新体育館については、平成２６年まで、先般の議会の中でもお話し

たとおり、加味すべきものがあれば加味しながらですね、方向づけをできるものはしていくということになろう

かと思いますんで。 

○金子勝寿委員 ３０８ページの中村邸の運営に関してですが、震災以降、入場者数とかは落ち込んだりしてい

ますか。 

○社会教育課長 中村邸につきまして、全般的に震災以降入館者が減るという部分について、ちょっと危惧をし

たところでございますが、中村邸についてはですね、当初「おひさま」効果がありまして、おかげさまで予定を

はるかに超える入館者があったということで、後でまた、補正のほうで入れさせていただきましたが、１万人ほ

ど予定をオーバーしている状況でございます。その他、特に奈良井宿関係のところは、随分効果を受けてますが、

ほかの部分については、それ以降については震災だからといって、ほかの館について急激にうんと減っていると

いう状況ではないというふうに考えています。 

○金子勝寿委員 その下の贄川関所も、じゃあ、ふえている。 

○森川雄三委員 それはないだろう。 

○委員長 答弁お願いしますか。 

○金子勝寿委員 答弁もらってください。 

○委員長 答弁お願いします。 

○社会教育課長 入館者の数については、担当の係長のほうから答弁させます。 

○芸術文化係長 贄川関所の入館者ですけれども、２月現在で比較しまして、前年度に対しまして２２６名の増、

金額にいたしますと２１万５，７６０円の増という形になっております。 
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○金子勝寿委員 それでは、今ちょっと無料にしてもいいんじゃないかって話しようかと思ったけど、やめます。 

○鈴木明子委員 ３１６ページの新体育館調査委託料ですが、これはいろいろな項目があげられていましたけれ

ども、どういうところに委託をしていくのか、分けてそれぞれのところに委託をするのか、ちょっとお聞きした

いですが。 

○生涯学習部長 委託先については、今後、業者選定をかけていくわけでございますけれども、専門機関にお願

いしていきたいということを考えております。以上です。 

○鈴木明子委員 そうすると、コンサルト会社みたいなところに一括でこういう項目全体を調査してもらうとい

うか、そういうことなんですか。 

○生涯学習部長 はい、そのとおりです。 

○永田公由委員 保健体育総務負担金の関係で、今度、高校総体のサッカーが６試合行われるということですが、

その地元負担金というのは、どういうことで割り当てられてくるんですか。 

○生涯学習部長 係長より答弁させます。 

○スポーツ振興係長 こちらの高校総体の地元負担金ですけれども、県の負担金がございまして、それの２分の

１ということで９１０万円を地元のほうからということで、それが松本、大町、千曲、塩尻市に割り当てられま

して、実行委員会のほうから宿泊の員数等から計算しまして、塩尻市の場合は１００万円という金額を求められ

ております。 

○永田公由委員 これ、試合やることによって塩尻市への経済効果っていうものは、どのくらい見込まれていま

すか。 

○スポーツ振興係長 金額で幾らというふうには見込んでありませんけれども、向こうから示された数字といた

しましては、延べの宿泊見込みのチーム数が３３。これは塩尻市内の宿泊施設を使うということをいただいてお

ります。あと、協議の日数が５日間で、おおむね１日１試合、１試合に５００人ぐらいずつ、１日２試合で１，

０００人くらいの来場があり、全部で３，０００人程度来ていただけるという見込みをいただいております。 

○委員長 ほかにございますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 いいですか。あと、全体的で質問、全体であれば。いいですかね。 

 それでは、質疑は終わりまして討論に入ります。討論ありますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 ないようですので、議案第１８号、当委員会に付託された部分につきましては、原案のとおり認める

ことに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第１８号、当委員会に付託された部分につきましては、全員一致をもちまして

可決すべきものと決しました。 

 ここで午後１時まで休憩といたします。 

午前１１時５９分 休憩 
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午後０時５９分 再開 

○委員長 それでは、休憩を解いて再開いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

請願３月第１号 スケートボード練習場の設置を求める請願 

○委員長 ここで請願の審査を行います。当委員会に付託されました請願は、全部で１件であります。請願第１

号スケートボード練習場の設置を求める請願の審査に入ります。第１号の請願につきましては、事前に文書が配

付されていますので朗読を省略したいが、よろしいでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 本日は、紹介議員並びに議会基本条例第７条４項に基づき請願者に出席をしていただいております。

また、本日は資料等の持ち込みの申し出がありましたので、許可をいたしました。それでは、説明をお願いした

いと思います。 

○西條富雄議員 本日は、請願者である塩尻スケートボードクラブの丹代表と小澤副代表より説明いただきます。

なお、請願に関する資料を配付したいので、委員長の許可をお願いします。 

○委員長 それでは、資料の配付をお願いします。 

 準備が整いましたので、ここで請願についての説明を求めます。スケートボードクラブの丹代表。 

○塩尻市スケートボードクラブ代表 スケートボードクラブの代表を務めている丹です。きょうは、許可をいた

だき、まことにありがとうございます。それでは、請願の説明をさせていただきます。 

 スケートボードは、板にタイヤをつけた非常にシンプルかつエコな道具です。競技としては、距離やタイムを

競うというよりは、フィギュアスケートに近いものです。浅田真央選手のように、より高難度な技を繰り出す選

手や、キム・ヨナ選手のように、高い演技力や表現力を武器に戦う選手などがいます。スケートボードが４０年

前に登場してから、ほとんど形は変わっておらず、そのシンプルな道具ゆえに若い想像力をかき立てられ、今で

は日本で１００万人、長野県で１万人、塩尻でも５００人と多くの人をとりこにし、一大スポーツとして確立さ

れてきています。 

だれでもどこでも気軽に楽しめる反面、スケートボードの特性上、でこぼこな路面が苦手で、現在の日本の環

境では競技できる場所が限られてしまいます。スケートボードは、平滑なコンクリートやタイルなどの場所を好

みます。しかし、そういった場所は、人通りが多い場所であったり、車の通行する近くにあり、危険な状況であ

るのが現状です。スケーター本人たちも、悪いと思いながらも技を極めたいという情熱を持ち、スケートボード

に適した場所が人に迷惑がかかってしまうという悪循環の中、滑降しています。 

そこで、スケートパークとはどういうものかというと、現在スケートボードが禁止されていたり、危険とされ

ているところ、もしくは、一定の区画内につくったもの。ハーフパイプも、もともとアメリカのすり鉢状のプー

ルをスケートボード競技用として改良したものだと言います。現在主流になっているパークは、コンクリートの

曲面を多用したもので、まだ長野県にはあまり見られず、これから塩尻につくるのであれば、塩尻独自の特色の

あるものをつくりたいと思っています。私たちも現在、塩尻市にスケートパークがないので、他市や他県に滑り

に行っています。他市などのパークを訪れて一番驚くのは、どこも一様に初めての私たちにもかかわらず、笑顔

でこんにちはと迎えてくれます。 
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競技者の年齢層は、下は小学生から中高生、またその親たちの３０代、４０代、またさらに第一世代と言われ

る、それ以上の方々もいるという幅広いものです。そういった年齢も性別もさまざまな人たちの、よいコミュニ

ケーションの場になっています。そして、どこのパークの雰囲気からも、今まで危険な場所で罪悪感を持ってや

っていた状況から、安全でのびのびと競技できるパークを提供してもらったことに感謝し、みんなで大切に使っ

ていこうという気持ちが伝わってきます。私たちの行くパークの中には、明確な責任者を置いてないところもあ

ります。しかし、パークごとに違いはありますが、上級者であったり、年長者であったりが自主的にリーダーと

して自覚と責任を持ってまとめているという、非常に効率的なパークも多くあります。そして、そんなパークで

滑った帰りには、御飯を食べたりお風呂に入ったりして帰ってきます。経済効果とかで、大げさではありません

が、そういったことも期待されます。 

最後に、私たちは今まで行政や政治について全く無関心でいました。また、このような活動を苦手としていま

した。しかし、スケートボードを通じ、今回このように勉強させてもらう機会を得ました。そして、多くのこと

を学び、多くの仲間と知り合うことができたスケートボードへの感謝と恩返しの気持ちを込めて、こういった活

動をしてきました。そんなすばらしいスケートボードに一人でも多くの方々が接し、スポーツの選択肢の一つと

して与えてあげられるよう、スケートパーク建設をよろしくお願いします。以上です。 

○委員長 ただいま請願者より請願についての説明を受けましたが、ここで審査を行います。委員より質問、ま

た御意見がありましたら、お出しいただきたいと思います。 

○副委員長 お願いします。先ほど競技人口のお話出ましたけれど、市内に５００人というのは、何か組織化は

されていますでしょうか。 

○塩尻市スケートボードクラブ代表 まだ組織化とまでは行かないんですけど、今、そういう活動をしている最

中です。一応クラブは立ち上げているんですけど、今度スケートボード協会のほうへ加盟しようと、今、資料を

集めているところです。スケートボード協会のほうは、体育協会にも加盟しているので、一応その辺もまた、今

進めているところです。 

○副委員長 スケートボード協会というのは、どこにあるものでしょうか、市とか、県とか、国ですとか。 

○塩尻市スケートボードクラブ代表 多分東京、今ここら辺にはなくて、多分東京のほうから取り寄せて。一応

松本にプロスケーターがいるもので、その方と相談をしてそういう資料を取り寄せてもらっているところです。 

○中村努議員 補足説明をさせていただきます。日本スケートボード協会というのが東京にございます。主に構

成はですね、大手のスポーツ用品店が店舗会員となって構成されておりまして、そこに競技者の団体が個人会員

として入るというような形態を取っております。長野県にはまだ店舗会員がございませんので、長野県としての

組織はまだできていない、こんな状況です。 

○副委員長 今の競技人口のことなんですけど、５００人ぐらいというのは、どうやって出された数字でしょう

か。 

○塩尻市スケートボードクラブ代表 スケートボード協会が出している数字、日本の全国の競技者の人口から割

り出した、一応、数字です。 

○副委員長 塩尻市の数を計算式で出されたということですか。 

○塩尻市スケートボードクラブ代表 そうですね。それで一応出したものです。 
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○塩尻市スケートボードクラブ副代表 その５００人というのはちょっとあれなんですけど、そのどこまでが競

技人口でという線引きは、なかなか難しい。１回でも行ったことがあれば、競技者なのか、愛好者なのかという

のがあって、その中でもやっぱりスノーボードと同じような、似たようなスポーツがあります。サーフィン、ス

ノーボード、スケートボード、中でもやっぱり体験人口、やったことあるっていう人口で言ったら、もっと多分

多くなると思います。 

○委員長 ありがとうございます。 

○森川雄三委員 お聞きしたいけれども、体育館が今回、建設が不可能になったっていうことはご存じですよね。

話としては、ご存じですか。 

○塩尻市スケートボードクラブ代表 ええ。 

○森川雄三委員 内容としてどういうことかということは、例えばお考えになったことはありますか。なぜ、体

育館が今回建設にならなかったかということについてですね、例えばお金がなくてとか。その点だけちょっと。

特に、どうですか。 

○塩尻市スケートボードクラブ代表 深くは考えてないです。 

○森川雄三委員 １点としてはね、やっぱり財政の問題もあるし、いろんなこともありましてですね、そういっ

たこともありますけれども。体育館は、体育協会の皆さんがですね、一所懸命やって、ぜひお願いしたいとうこ

とを数年来、要望がありましてですね、議会でも長いこと協議をしてまいりました。で、このたび、一種の決断

がされたということなんですけれども、その中にいろんなスポーツ競技があることもご存じだと思いますよね。

そういう方々が十分に利用できない場面もあるということは、ご存じですか。例えば剣道、柔道、弓道、またバ

スケット、いろいろありますけどね。その点はいかがです。そういうことはご存じですか。 

○塩尻市スケートボードクラブ代表 そうですね、そういったことも今言われて、なるほどと思いました。ただ、

今、スケートボードを、先ほども説明したように、スケートボードを今取り巻く環境というのは、正直、本当に

厳しいもので、この市に、さっきの本当にスケートボーダーにとってはグラウンドもコートもないんです。やる

ところ、やるところで危険だと。やっぱ排除だけされてきてるもんで。そういう部分も兼ねて、今回、こういう

ところの場所を提供していただきたくて、今回来たもので。ほかのスポーツも確かに体育館のことに関していろ

いろあるかもしれないですけど、私たちは、そういう今できる場すら、正直、この市にはないんです。 

○鈴木明子委員 資料を提供していただいて見させてもらってるんですけども、必要な面積っていうものが、設

置してある市によって大分幅があると思うんですけれども、どのぐらいのものを希望的にはお持ちなんでしょう

か、面積。 

○委員長 お願いします。 

○塩尻市スケートボードクラブ代表 この資料に書いてあるように、今一番近くで松本市にあるんですけど、大

体これぐらいの面積から大町市にあるスケートパーク、それぐらいの場所を考えてはいます。以上です。 

○鈴木明子委員 あと、私も、結構以前から設置しているところがあるっていうのも、きょう見させていただい

たとこなんですが、あれですかね、私もやったことも、あんまり見たこともないっていうことがあって、施設を

整備して、その維持管理していくのにね、傷み具合というか、整備がしょっちゅう必要なものなのか、１回きち

んと整備されれば相当使っていけるのか、そこら辺のことで知ってることがあれば。 
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○塩尻市スケートボードクラブ代表 いろいろなスケートパークがありまして、ほとんどが一度つくってしまう

とメインテナンスはいらない、いらないと言ったらあれですけど、ほとんどかかりません。特にコンクリート系

のものでつくられたものは、もう何年にわたってほとんどメインテナンスフリーです。 

○委員長 ありがとうございます。 

○鈴木明子委員 愛好者の皆さんは、頻度というかね、滑りに行く頻度というか、塩尻にはボード場がないんで

よそに行かれたりすると思うんですけども、週に何回とか、月に何回とかっていうような感じでいいんですけど

も、どんな感じでしょうか。 

○塩尻市スケートボードクラブ代表 松本のほう、塩尻にないんで、松本のスケートパークでは、やっぱり来れ

る人は毎日来て練習をしています。僕たちも時間が、夕方仕事が終わって早ければ練習に行ったりしています。

週に一度は確実に行く感じです。 

○鈴木明子委員 ボード場では、夜間照明のことについて触れているところもありますが、基本的にはそういう

夜間照明がある施設というふうに考えればいいですかね。 

○塩尻市スケートボードクラブ代表 夜間照明もあれば確かに、僕たちみたいに仕事が終わってから練習に来る

ことも可能ですけど、特にそこまでを大きくは考えてはいません。 

○中原巳年男委員 この資料を見させていただくと、それぞれの施設の利用状況ですね、年間の利用人数、それ

から施設への登録者数っていうのを見ると、非常に競技人口の言われている割には少ないんじゃないかと思うん

ですが、この辺の資料の出所っていうのはどういうところから出てきてますか。 

○委員長 資料の説明ですね。 

○中原巳年男委員 利用状況を年間で、松本は統計なし、上田は２，０００人で、登録者数については、登録制

ではないとか、把握できていないとか、岡谷市の場合が正会員７０人で、利用会員が４２人、登録者が１１２人

で、年間の、平成２３年の４月からことしの１月までで１，１３３人という形ですよね。そうすると、約９カ月

で１，１００人ということになると、登録者数の１１２人から考えたら非常に利用率が低いというふうには感じ

ますが、いかがですか、その辺。 

○委員長 この資料の数字的なデータの出所と、あと作成に当たり。 

○西條富雄議員 この資料につきましては事務局につくっていただいたものですから、事務局で説明お願いしま

す。 

○金子勝寿委員 事務局に私のほうからお願いしたものですから、事務局は、各市から回答いただいたものをこ

こに書いてあるだけなので、中原委員の言った御質問に対して、この数字の根拠の部分、実は実際のどのくらい

だとか、確かにこの数字だけ見ると少ないですが、その辺について、ちょっと詳しい理由説明についてはちょっ

とできませんというのが、正直なところです。ただ、つけ加えさせていただくと、岡谷市はこれ、単なる廃止し

たプールに、自由に使っていいよという中での現状ですので、今後整備する予定というところは加味いただけれ

ばなというふうに思います。なおかつ、これ、駅から遠いですので、その辺も加味いただければと思います。 

○中原巳年男委員 今の説明で、例えば塩尻で設置する場合に、交通の利便性とかそういうものを考えた時に、

付近に駐車場があるだとか、今の駅に近いとかいうような条件も考えて行く中で、例えば茅野市の場合にしても、

登録が４９５人で年間利用が７００人ということになると、登録者が月に１回行ってない計算になっていくと思
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うんですが、その辺について、塩尻で５００人ぐらいはいるだろうという中でこれを仮に設置した場合に、大体

どのくらいの方というか、年間の利用者数というのは、大体どのくらいを見込んでいるか。 

○委員長 塩尻に仮に設置した場合の見込みの数がもしわかりましたら、お願いいたします。 

○西條富雄議員 ただいまの茅野の分につきましては、照明料のみ一人２００円ということで、このカウントで

とっていると思いますので、昼間の来場者の人数は把握できていないということです。塩尻につきましては、ち

ょっとまだ把握できていない、計算できてないんで、ちょっと。 

○委員長 どのくらいを見込んでいるのかという。 

○中原巳年男委員 じゃあ、この７００人というのは、照明料を払った人間。 

○塩尻市スケートボードクラブ代表 正直、今データないので、それをどれくらい見込んでいるかと言われると、

正直わかりません。ただ、５００人という数字も一応出している数字なので、もっとふえる可能性があると思っ

ています。以上です。 

○金子勝寿委員 ちょっと行政側にお聞きしたいんですが、松本市の建設の経緯の中で、いわゆるこのスケート

ボードパークができる前に、総合体育館の前の駐車場等で非常に若者がスケボーをやっていて、その苦情等があ

って、で、そういった問題もあったので設置したということになっていると思うんですが、その後の運営の中で

の苦情とかですね、そういったものはないかどうかとか、いろいろ総合的に、この件に関してコメントいただけ

れば。 

○生涯学習部長 請願をですね、いただくに当たって、松本市のほう、担当の係長が聞いた経過がございますの

で、ちょっとわかる範囲でお答えをさせていただきたいと思いますけれども、お願いします。 

○スポーツ振興係長 スケートボードパークについてということで、松本市以外からもちょっとお聞きした中で、

理由としては、公園内とかいろんなところでスケートボードをされている方たちがいて、住民からも利用者から

も苦情があった、意見が出たとか、あとは、市長さんとの懇談会の中で愛好者の方から設置をお願いしたという

ような経過から設置したと。あとは、設置後は決められた場所でスケートボードをするようになったものですか

ら、そういった利用者、公園利用者とか住民の方からの苦情は、もうなくなったというようなお話をお聞きして

ます。松本の総合体育館についてなんですけども、その近くでスケートボードをされてた方たちが、スケートボ

ードパークを設置したことによって、その中でスケートボードをすることで、ほかでスケートボードをしたりと

いうことがなくなった。それによって、苦情については、このような苦情については、地元の区長さんからお話、

口頭で非公式にいただいたことはあるようなことはおっしゃっていましたけれども、担当者のほうでは、年１回

程度苦情があっただけで、今現在は近くの住民の方からも直接は、うるさいからというようなお話はいただいて

いないということで、担当者の方からはお聞きしています。以上です。 

○永田公由委員 ちょっと行政側にお願いしたいんですが、これはあれですよね、補助事業を取り入れるってい

うことは難しいですよね。 

○生涯学習部長 ちょっとそこまで丁寧に検討してございませんので、申しわけございません。 

 ほかの市においてはですね、都市施設の公園施設としてつくった経過はあるかと思います、その経過から見て

いる限りですね。単独でこれがあるかというのは、今ちょっとまだメニューを調べてございませんので、申しわ

けございません。 
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○永田公由委員 それと、もう１点。これ、ちょっとわかる範囲でいいんだけど。例えばね、市街化調整区域で

もこういったものが、こういった施設っていうのは設置は可能ですか。 

○生涯学習部長 調整区域になってきますと、農転の分から始まりましてですね、現在宅地になっている部分は

何らかの可能性は高いような気はするんですが、新規にというのはなかなか難しいような気はします。 

○金子勝寿委員 例えば、仮の話なんですが、こういう場所を小坂田公園等、市内で仮にこういった施設をもし

ね、構想として上がってきたら、こんな土地があるなとか候補があったりすれば、もしくは検討する場所がある

かないかぐらい。 

○生涯学習部長 先の議会本会議の席上でも建設事業部からも御答弁を多々したかと思います。この辺のところ

を私どもともですね、具体的にそういうお話が進むということになればですね、研究していくというような御答

弁をさせていただいた経過でございますので、お互いに協力し合いながらですね、できるのかできないのかとい

うのは、今後深めていくというような形になろうかと思います。 

○副委員長 そしたら、せっかく請願者の方が来てくださっているので、市につくってほしいのであれば、どう

いう場所に、この塩尻市内のどの場所につくってほしいとかっていうお考えはありますか、案。 

○塩尻市スケートボードクラブ代表 今、仮にあったように、小坂田公園の一部とも考えてましたし、あと、広

丘堅石にある公園の一角も、カタセ公園ですね。できるだけ苦情とかが出にくい場所をと思っています。 

○副委員長 さっき岡谷市の利用人数が少ないのは、交通の便が悪いからということだったんですけど、今、言

った場所は交通の便があまりいいとは思わないんですが、それはどうお考えになりますか。 

○塩尻市スケートボードクラブ代表 そうですね。確かに交通の便はいいとは言えません。そこらが難しいとこ

ろだと思うんですけど、苦情が出にくい場所であって、なおかつ交通の便がいい場所っていうのは、なかなか難

しいと思うんです。今言った場所っていうのは、それでもまちからはそんなに離れてないし、例えば小坂田公園

に関しては、夏になればプールの利用で子供たちも電車に乗って来るんですから、好きな人たちは、本当にいろ

んな交通手段を使って来れると思います、子供でも。大人は当然車があるんで、行けるとは思うんですけど。以

上です。 

○森川雄三委員 今現在は、それじゃ、まだ組織としてはしっかりした組織はないということですか。 

○塩尻市スケートボードクラブ代表 しっかりとした。 

○森川雄三委員 というと、いわゆる会長さんの今、お名前であって、あと何人登録されていてというか、そう

いった体系はまだできてないですか。 

○塩尻市スケートボードクラブ代表 そうですね、一応まだ立ち上げたばっかと言うか、それを集める、そこへ

集められる場所というのが正直なくて、今いろいろ当たったりして、いろんな人に声をかけて、子供たちもそう

ですけど、それで今手探りで探している状態なので、これから、今も進めている最中です。 

○副委員長 先ほど、請願者の方の最初の話で、コンクリート製の曲面を持った塩尻独自のものをつくりたいと

おっしゃったんですけど、費用はどのくらいかかると思われていますか。 

○塩尻市スケートボードクラブ代表 それはもう幅が広いと思います。 

○副委員長 欲しいと思っているもので。 

○塩尻市スケートボードクラブ代表 ああ、自分が欲しいと思っているものか。それはもう、できればそれは大
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きいものが欲しいんですけど、なかなかそうはいかないと思いますので、できれば大町市とか松本市ぐらいのス

ケートパーク。松本市はちょっと違うかな、大町市にあるようなコンクリート製のものを考えてはいます。 

○委員長 今回いただいた資料の下のところが、その大町市の。 

○塩尻市スケートボードクラブ代表 はい、大町市になりますね。 

○委員長 このような形のものを要望されて、考えていらっしゃるということですよね。 

○塩尻市スケートボードクラブ代表 そうですね。 

○委員長 ４６８平方メートルの広さですね。いかがいたしますか。いろいろ御意見、質問などございましたら。

まだお聞きしたいですか。 

○副委員長 もう１点、お願いします。施設ができた後、例えば運営とかは、そういう塩尻市内にスケートボー

ド協会というものができれば、協会のほうで運営をされるのか、市の施設としてお考えなのか、何かありますか。 

○塩尻市スケートボードクラブ代表 市の施設として管理していってもらったほうがいいとは思いますが。その

ほうがしっかりして、いろいろあっても対応できると思いますので、そっちのがいいと思いますけれども。もし

自主的にって言えば、自主的にやるつもりでもいます。 

○委員長 ただいま、質問また御意見がありましたけれども、請願について、どのようにしたらよろしいでしょ

うか。 

○金子勝俊委員 少し意見を聞いてみればいいですね。今みんな質問でしたから。 

○中原巳年男委員 いずれにしてもね、今回、自分たちの知識として持っている部分が非常に少ないのと、それ

から先ほどの利用状況、それから、このクラブ自体で練習する場所がないからクラブの発足ができないでいると

いうような趣旨の発言だったと思うんですが、やはりそういう中で、こういった費用的に体育施設として１，２

８０万円ですか、大町レベルとして考えて。それだけのものをつくるという形の中で、実際クラブ員の人数が把

握できてこないという中でいくと、もう少し自分たちも勉強したほうがいいと思うし、ほかの施設等のことも研

究、検討しながらということで、今回、私としては継続というような形で、自分たちももう少し勉強する時間が

ほしいかなというふうに思います。 

○委員長 そのような御意見が今ありましたが、皆さんはいかがでしょうか。 

○森川雄三委員 本当にね、こういう場へ出て来ていただいて、一所懸命説明をいただきました。誠意も伝わっ

てはきておりますけども、まだまだ私どももよく内容的にもう少ししっかりとですね、勉強もしながら、我々も

一度研究させていただくような場面をとってですね、もう少し研究をする必要があるかなと、そんなふうに思い

ますので、できたら１回継続させていただいてですね、そして再度また結論を出させていただければなと、私は

そんなふうに思いますけども、いかがなものか。 

○永田公由委員 私もお二人と同じ考えなんですけど、やはりこの請願は、上の国とかね、県へ上げるのと違っ

て、直接市長に意見書を出す形になるものだから、やはり議会としても十分理解した上でね、こういったものが

本当に市に必要なのか、またどういったものがいいのか、それから費用だとか場所だとかということを全部含め

てね、やはり閉会中もね、この委員会として調査したり施設を見に行ったりしながらね、理解をして、その上で

６月にもう一度審査をするというような形を取っていったほうが、私たちの責任上もね、非常に必要だと思いま

すので、私も継続する。ただし、閉会中もこの件に関しては調査、研究はやっていきましょうということで、継
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続ということでいいです。 

○鈴木明子委員 そうですね。ほかにこういうことをやる場所というものが公にないということは、よくわかり

まして、競技人口が多いとか少ないとかだけでははかれないことだというふうには思うんですよね。やっぱり、

設置場所のことだとか、それから面積やなんかについても、私たちも実物、不勉強で見ていないもんで、本当に

今、永田議長が言われたように、単に先送りするっていうだけじゃなくて、きちんとね、見ていくということを

含めて継続という感じになりますかね。 

○金子勝寿委員 先ほどね、森川委員が、ほかの団体のお話ありました。確かに老朽化している部分もあると思

います。体育館もつくらないわけではありません、調査、研究でちょっと先に延びましたけれど。そういう部分

をおっしゃったと思うんです。その施設はあるんですね。しかし、この施設はないんですね。そういう部分を考

えて、かつ塩尻市、県内で、一般質問しましたとおり、一番若い、生産人口が多いですし、ちょうど第二次ベビ

ーブームの世代も多いと。公園に対して、若い世代からもっと自由に遊びたいと、もしくは、いろいろな意味で

人に迷惑をかけずやっていきたいという要望の中で今回、請願が出て来たということで、実は大町市などを調べ

ていくと、総合的な学習の時間で、このスケートボードパークを使って生徒たち、児童たちがやっている姿を映

像で撮って、もっとこういう技ができるねといったことを、活動もしたりとかですね、非常に進んでいる自治体

もあるという中で、個人的にはぜひ採択をお願いしたいところなんですが、どうも支配的な意見では継続という

ことであるならば、先ほど議長が言ったとおり、きちんとした調査等をしていただくことを条件というと変です

が、継続であっても、そこは仕方ないのかなと思いましたが、委員長、その辺、今後継続になった場合は調査を

していただくということになりますか。今後、調査を委員会としてやっていただけるということでよろしいです

か。 

○森川雄三委員 いずれにしても継続になったらの話。 

○金子勝寿委員 なったらね。 

○委員長 今、継続という声が出されていますので、ここで一応、継続審査とするかを諮ります。請願平成２４

年３月第１号スケートボード練習場の設置を求める請願につきまして、継続審査とすることに賛成の委員の挙手

をお願いします。 

〔挙手多数〕 

○委員長 ありがとうございました。全員一致ですね。全員一致でありますので、請願平成２４年３月第１号ス

ケートボード練習場の設置を求める請願については、継続審査とすることに決しました。 

○金子勝寿委員 継続審査に当たっては、委員会として調査、研究をし、６月議会にて適切な採決をしていただ

くよう、委員長に申し入れます。 

○委員長 ただいま、やはり議会としてもきちんと責任を持って結論を出したい、また、しっかりとした調査の

もとに、また時間もほしいということで継続になりましたので、今後そのようにしたいと思います。 

○金子勝寿委員 もう１点、済みません、お願いばかりで恐縮です。請願者来ていただいたので、研究に当たっ

ては、請願者等の意見も十分取り入れる中で研究していただければと思います。お願いします。 

○委員長 じゃあ、請願者の方等の意見もお聞きしながら、議会としてもしっかり研究、調査をする時間も必要

だということで、今回、継続審査となりました。以上です。ここで退室していただいても結構です。 
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 それでは、次に進みます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議案第２０号 平成２４年度塩尻市住宅新築資金等貸付事業特別会計 

○委員長 議案第２０号平成２４年度塩尻市住宅新築資金等貸付事業特別会計を議題といたします。説明を求め

ます。 

○男女共同参画・人権課長 それでは、予算書３９５ページからごらんをいただきたいと思います。予算説明資

料につきましては５４ページとなります。この事業につきましては、塩尻市住宅新築資金等貸付条例に基づきま

して、同和地区におきまして住宅を新築、改築又は拡幅の土地を取得する者に対しましての資金貸し付けを行っ

たものでございます。平成２４年度の歳入歳出合計でございますが、８２万４，０００円と定めるものでござい

ます。 

 それではまず、歳出の説明からお願いします。予算書の４０３、４０４ページをごらんください。まず１款１

項の総務費１８万５，０００円でございます。貸付金の返済額、これは歳入になりますが、この歳入と長期債へ

の償還額、これは歳出となりますが、この差額を一般会計へ繰出金として支出するものでございます。 

 次に２款の公債費でございますが、貸付資金としまして市が借り入れました長期債の元金償還金としまして、

６１万６，０００円、また、利子の償還金としまして２万３，０００円、それを支出するものでございます。 

 次に歳入の説明でございます。戻りまして４０１、４０２ページでございます。まず第１款事業収入の一番上

の貸付金元金収入でございますが、住宅新築資金の収入が５３万５，０００円。内訳でございますけども、その

説明欄にございますように、現年分として３３万円、また滞納繰越分して２０万５，０００円となっております。

同じように、その下の宅地取得資金の貸付元金の収入が２１万２，０００円、内訳としまして、現年分が９万２，

０００円、滞納繰越分が１２万円ということでございます。 

その下の２目の貸付金利子の収入でございますが、元金同様、そのもののそれぞれ利子ということでございま

す。 

 最後にですね、４０５ページをごらんください。長期債として借りておりますが、地方債の残高でございます

けども、今年度、これ前年度とありますが、今年度、こちらの額の残額６１万６，０００円でありますけども、

平成２４年度の償還６１万６，０００円ということによりまして、来年度には残高ゼロということになる予定で

ございます。なお、歳入のですね、貸付金の返済につきましては、正規で、現年として正規に返還してもらった

方の返済が終了いたします。残りは、平成２５年度以降につきましては、滞納繰越金の収入を残すのみというと

ころでございます。以上です。 

○委員長 ただいま説明を受けましたので、質疑を行います。委員より意見、御質問ありましたらお願いしたい

と思います。 

○副委員長 滞納繰越分というのが、翌年にもう一回残るんですか。この金額が丸々残るということですね。 

○男女共同参画・人権課長 滞納繰越分につきましては、今まで、これまでの累計したものでございまして、予

算に載っているものは、その中から債権者との話し合いによりまして計画的に返済する予定と、予定の額がそこ

に記載されております。 

○永田公由委員 滞繰分はどのくらい残っているの、滞納繰越分は、残るのは。 
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○男女共同参画・人権課長 平成２４年度、今度末でございますが、１，０９８万円余でございます。このうち

ですね、返済予定となりますのは６６１万円余となります。この貸付額が連絡が取れない状態となって、今まで

やってきまして、その部分をですね、不納欠損とする場合には、それが４３６万円余が、今のところ不納欠損を

予定している額です。 

○永田公由委員 そうすると、この会計自体は、この平成２４年度で一たん、一たんと言うか、なくして、後は

もう一般会計のほうでやるという方向。 

○男女共同参画・人権課長 はい、今までのあれで庁内で検討してきた結果、そのようにしたいというふうに考

えております。 

○委員長 ほかにございますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 なければ討論に入ります。 

討論がないようですので、議案第２０号平成２４年度塩尻市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算については、

原案のとおり認めることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第２０号平成２４年度塩尻市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算につきまし

ては、全員一致をもちまして可決すべきものと決しました。では、次に進みます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議案第２１号 平成２４年度塩尻市奨学資金貸与事業特別会計予算 

○委員長 議案第２１号平成２４年度塩尻市奨学資金貸与事業特別会計予算を議題とします。説明を求めます。 

○教育総務課長 それでは、予算書の４０６ページをお願いいたします。決算説明資料につきましては４５ペー

ジの下段にございますので、ごらんいただきたいというふうに思います。議案第２１号平成２４年度塩尻市奨学

資金貸与事業特別会計予算でございますけれども、歳入歳出予算の総額は、それぞれ２，５０３万１，０００円

と定めるものでございます。前年に対しまして４９３万円の増額となっております。内容につきましては、歳入

のほうから科目別に説明させていただきますので、４１２、４１３ページをお願いをいたします。 

 まず、基金の状況でございますけれども、育英基金が高校生対象でございます。それから、大野田育英基金が

大学生対象とするものでございます。基金の状況でございますが、平成２２年度決算末の基金残高につきまして

は、育英基金、高校生対象でございますけれども、これが２，７９２万円余でございます。また、大野田育英基

金につきましては、同じく平成２２年度末でございますけれども、５，３２４万円余の残高になっているという

状況でございます。 

このページのうち、３款繰入金のうち１項基金繰入金につきましては、基金を取り崩しまして貸付金に充てる

というものでございまして、育英基金の繰入金が１８２万円、大野田育英基金の繰入金が、貸付金のほか事務費

にも充当いたしますので、１，４３０万円余の予算計上額となっております。 

５款の諸収入のうち１項貸付金収入でございますけれども、育英基金の貸付金の収入が１人分の４万円、それ

から大野田育英基金の貸付金でございますけれども、２１人分、これが６９０万円という予算計上額になってお

ります。次、４１４、４１５ページをお願いいたします。同じく貸付金収入のうち、木曽広域連合奨学資金貸付
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金収入でございますけれども、これは合併前の木曽広域の基金によりまして貸し付けを行っていたものがござい

まして、現在償還のみになっております。基金に返すものにつきましては、その当時、一般会計で清算をさせて

いただきましたものですから、今回、歳出のほうに出てまいりますけれども、その分の金額について一般会計へ

の繰出金を充当すると、こういう内容になっております。該当は９名という内訳でございます。 

 引き続きまして歳出の説明をさせていただきます。４１６、４１７ページをお願いいたします。１目一般管理

費のうち委員報酬、選考委員報酬５人分につきましては、奨学生の選考のための委員会、この２回分の経費でご

ざいます。それから、同じく一般管理費のうち一般会計繰出金につきましては、先ほど申し上げましたように、

繰出金として一般会計へ償還分を返していくものでございます。 

 ２款の貸付金でございますけれども、説明の欄、育英基金奨学資金貸付金は、前年に比べ３８万円増の１８２

万円、また、大野田育英基金につきましては、前年に対しまして４５２万円増の１，４２４万円を計上させてい

ただきました。１２月の議会におきまして、奨学資金貸与事業の条例の改正について議決をいただいたものでご

ざいます。高校生の貸付金の増額、これまで月１万円だったものを、公立が１万５，０００円、私立が２万円。

また、高校生と大学生の入学一時金の新設、それぞれ、高校生が１０万円、大学生が２０万円。また、大学生に

つきましては、貸付枠の拡大を考慮いたしまして、これまで年間５人の貸付額を計上しておりましたけれども、

平成２４年度から１０人の貸付枠に拡大をしてまいりたいということでございまして、こうした内容、条例の改

正の内容に基づきまして貸付金も増額になっていると、こういう内容でございます。以上でございます。よろし

くお願いいたします。 

○委員長 それでは、説明を受けましたので質疑を行います。委員より質問、また御意見ありましたらお願いし

たいと思います。 

○永田公由委員 大野田育英基金は、元金は幾らでしたっけ。 

○教育総務課長 当時の、真っ先のものでしょうか。真っ先は１，０００万円。 

○永田公由委員 １，０００万円。 

○教育総務課長 失礼いたしました、１億円です。 

○永田公由委員 そうすると、これ、単純に計算してみるとさ、１，４２４万円貸付残があって、基金残が５，

３００万円というと、６，７００万円で、３，０００万円ばかどっかへ行っちゃってるっていうことだね。 

○教育総務課長 先ほど残金だけ申し上げましたけれども、債権もございまして、要するに、貸し付けておりま

すので、戻ってくるもの。 

○永田公由委員 それが１，４００万円じゃないの。 

○教育総務課長 これが、平成２４年度に貸付金額が１，４００万円でございました。既に貸し付けたものの、

戻ってくる債権というものが５，６００万円ほどございます。トータルで約１億円ということになります。 

○森川雄三委員 今、木曽広域の関係でね、１７０万円。一般会計へなんで繰り出さなきゃいけないかと思って、

基金に戻しゃいいと思っていたんですけれども、今御説明があったのが、意味としては、基金分はもうお返しし

て、その分一般会計から負担をしたから一般会計へお返しをする、こういう意味ですね。ああ、なるほどね。そ

れじゃ、いいです。 

○委員長 ほかにございますか。 
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〔「なし」の声あり〕 

○委員長 なければ討論に入ります。討論はありますか。 

討論がないようですので、議案第２１号平成２４年度塩尻市奨学資金貸与事業特別会計予算については、原案

のとおり認めることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第２１号平成２４年度塩尻市奨学資金貸与事業特別会計予算につきましては、

可決すべきものと決しました。ここで１０分間休憩を取ります。 

午後１時５５分 休憩 

        

午後２時０５分 再開 

○委員長 それでは、休憩を解いて再開いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議案第２２号 平成２４年度塩尻市介護保険事業特別会計予算 

○委員長 議案第２２号平成２４年度塩尻市介護保険事業特別会計予算を議題といたします。説明を求めます。 

○長寿課長 予算書４１９ページをお願いをいたします。予算説明資料につきましては２３ページでございます。

平成２４年度塩尻市介護保険事業特別会計でございますけれども、予算の総額は、歳入歳出それぞれ４９億３，

９２３万７，０００円と定めるものでございます。平成２４年度は、平成２４年度から２６年度までの３カ年を

計画期間といたします第５期介護保険事業計画の初年度ということになります。高齢者数により、介護サービス

基盤整備状況、サービス利用見込み等に基づき、前年度比１０．９％、２億８，４００万円余増の予算計上をす

るものでございます。 

それでは、歳出から申し上げます。４３６、４３７ページをお願いいたします。１款総務費１項総務管理費の

介護保険事務諸経費は、事業にかかわる事務費ということでございます。なお、本年度、総務費に計上してあり

ました高齢者実態把握事業でありますが、財源としておりました緊急雇用創出事業が終了となりましたので、後

ほど申し上げます地域支援事業の介護予防事業に組みかえて計上してございます。 

２項介護認定審査会費につきましては、介護認定にかかわる経費で、嘱託員報酬は認定調査員の報酬でござい

ます。 

次に２番目の白丸、認定調査等諸経費の下から４番目の黒ポツ、文書作成手数料につきましては、主治医意見

書作成手数料でございます。 

 ４３９ページをお願いいたします。１番目の白丸、認定審査会委託負担金は、松本広域連合に、認定審査会に

かかわる費用の負担金でございます。 

 次に２款保険給付費につきましては、いわば保健の給付費ということになるわけですけれども、まず１項介護

サービス等諸費につきましては、要介護１から要介護５の認定者にかかわる介護サービス給付費でございます。

要介護認定者数は、年度中を平均し１，８２６人、１０月１日の見通しということで１，８２６人を見込んでお

ります。 

説明欄次の白丸、居宅介護サービス給付費１７億８，１００万円につきましては、訪問介護、通所介護、短期
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入所、介護付有料老人ホーム、福祉用具貸与、住宅改修等のサービス給付費でございます。前年度に比べて１億

８００万円余の増でございます。増加要因といたしましては、介護付有料老人ホームが２カ所開所すること等に

よるものでございます。 

次の地域密着型介護サービス給付費５億８，０８０万円でございますが、認知症高齢者グループホーム、小規

模多機能居宅介護等のサービス給付費でございます。増加の要因といたしましては、認知症高齢者グループホー

ムが来年度当初に３カ所、小規模多機能居宅介護施設が２カ所オープンすることによるものでございます。 

 次の施設介護サービス給付費１６億３，９４０万円でございますが、前年度比１億１，４００万円ほど増とい

うことになっておりますけれども、主な要因といたしましては、駅前に特別養護老人ホームが開設されることに

よるもの等でございます。 

ページをめくっていただきまして、４４１ページをお願いをいたします。２項介護予防サービス等諸費につき

ましては、要支援１及び要支援２の認定者にかかわる介護予防サービス給付費でございます。要支援認定者数は

年度の中途、１０月１日現在で９２２人を見込んだものでございます。 

３つ目の白丸、介護予防サービス給付費につきましては、介護予防にかかわる訪問介護、通所介護、短期入所、

福祉用具貸与、住宅改修等のサービス給付費で、前年度と比べ４，４００万円余の増でございます。増加の要因

といたしましては、要支援１、２の方がふえていること、それからサービス利用率が増加していること等による

ものでございます。 

 次、ページをめくっていただきまして４４２、４４３ページをお願いをいたします。３項の高額介護サービス

等費につきましては、月間の利用負担上限額を超えた場合に、超えた部分を支給する給付費でございます。 

次に、４項の高額医療合算介護サービス等費につきましては、介護保険と医療保険との両方のサービスを利用

した時の自己負担額を年間で合算をいたしまして、限度額を超えた場合に超えた部分を支給し負担の軽減を図る、

そういった給付費でございます。 

 ４４４、４４５ページをお願いをいたします。６項の特定入所者介護サービス等費でございますが、特別養護

老人ホーム、老人保健施設等、介護保険の施設給付費と言われる介護保険サービス施設に入所又は短期入所した

時に、低所得の方の負担の軽減にかかわる給付でございます。 

 次、下のほうへ行っていただきまして、３款の地域支援事業費でございますけれども、法定で保険給付費の３％

以内とされているものでございます。 

 １項の介護予防事業費の１つ目の白丸、一次予防事業でございますけれども、国のほうで、従来６５歳以上の

高齢者の呼び名を、一般高齢者を一次予防事業対象者に、それから本年度まで特定高齢者と呼んでいたものを二

次予防事業対象者ということに変更したことから、本市におきましても名称を変更し、それぞれに該当する予算

の文句、事業名を変更したものでございます。 

この一次予防事業について御説明いたします。４４５ページの一番下、一次予防事業でございます。一次予防

事業１，３０１万円余は、６５歳以上の高齢者全体を対象として事業を行うものでございます。 

ページめくっていただきまして４４６、４４７ページをお願いをいたします。二次予防事業でございますが、

これは従来、特定高齢者事業ということでやっておりました。この２，５８４万円は、要支援・要介護となる恐

れの高い二次予防事業対象者に対する介護予防事業、介護予防教室等の事業で、介護予防事業委託料は、運動器
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の機能向上、閉じこもり、認知症、うつ予防、口腔機能の向上等の事業を委託するものでございます。 

次の白丸、二次予防事業対象者把握事業９９８万円余でございますけれども、介護認定を受けた方を除く高齢

者約１万４，０００人にアンケートを送付し、二次予防事業対象者を選定しようとするものでございます。運動

機能向上事業を利用する場合は医師の判断が必要となるため、生活機能の評価を得て対象者を決定するものでご

ざいます。検診委託料が減額となりましたのは、従来基本チェックリストで介護予防事業の対象となっていた方

すべてに介護予防検診の案内はしておりましたけれども、運動の項目で該当した方に対して、予防事業に興味の

ある方を検診の対象とすることになったことによるものでございます。 

 次、２項包括的支援事業及び任意事業のうち、説明欄白丸の包括的支援事業でございますが、高齢者の総合相

談、権利擁護、二次予防事業対象者の介護予防計画の作成、介護支援専門員への支援業務等の事業を行うもので、

地域包括支援センター運営の人件費が主な内容でございます。この中で、下から５つ目の黒ポツ、高齢者等相談

窓口等委託料につきましては、地域包括支援センターのブランチ７カ所の業務の委託料でございます。 

次の北部地域包括支援センター運営業務委託料１，６４０万円でございますが、社会福祉法人敬和会に、市の

北部圏域の地域包括支援センター業務を委託する費用でございます。この委託料が増額となっておりますけれど

も、北部地域包括支援センターは平成２２年度に委託を開始し、本年度までは保健師１人を市から派遣をしてお

りましたが、平成２４年度から保健師を引き上げるということにより委託料が増額となっております。 

次、４４８、４４９ページをお願いをいたします。２目の任意事業費でございます。３番目の白丸、家族介護

支援事業ですけれども、介護者同士の交流を図ることにより介護者の支援を実施するもの。一番下の黒ポツ、家

族介護用品助成金３４２万円でございますけれども、要介護４以上の重度の方を介護する市民税非課税世帯に、

紙おむつ、パット等の介護用品を購入できる用品券を支給しようとするもの。一般会計で家庭介護者慰労金を減

額といたしましたが、介護用品の支給額を月額１，２００円、年額で１万４，４００円分増額するという内容で

ございます。 

４５０、４５１ページをお願いをいたします。５款介護サービス事業費でございますが、地域包括支援センタ

ーが介護予防支援業務として、要支援１、要支援２の認定者の介護予防プランの作成にかかわる事業者事業分の

経費でございます。介護支援専門員２人分の人件費、介護予防ケアプラン作成委託料などが、主な内容でござい

ます。 

ページめくっていただきまして４５３ページをお願いをいたします。基金積立金でございますが、２番目の黒

ポツ、介護保険支払準備基金元金積立金２，３６３万円余につきましては、県の財政安定化基金から介護保険料

の上昇緩和のために市に交付される交付金を、市の支払準備基金に一たん積み立てるものでございます。 

以上が歳出ございますが、引き続き歳入につきましては４２６、４２７ページをお願いをいたします。１款の

保険料の介護保険料でございますけれども、６５歳以上の第１号被保険者の保険料でございます。昨日御審議を

いただきました介護保険条例の改正に基づく、介護保険料の改定を見込んだ保険料を見込んでございます。第１

号被保険者数は、平成２４年１０月１日現在で１万６，５２４人を見込んだものとなっております。 

２つ下、３款国庫支出金でございますけれども、介護給付費又は地域支援事業に対する法定の割合による国の

負担分でございます。割合については説明欄におのおの書いてございますので、よろしくお願いをいたします。 

この中の中ほど、調整交付金でございますが、市町村ごとの財政の調整を行うものとなっております。平成２
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６年度は１００分４．６３、そういった割合でございます。 

４２８、４２９ページをお願いいたします。４款の支払基金交付金でございますが、こちらにつきましては、

４０歳から６５歳までの第２号被保険者に対する保険料分ということでございます。おのおのの割合につきまし

ては説明欄にございます。 

次に、５款の県支出金でございますが、介護給付費又は地域支援事業に対する法定の割合による県の負担分、

割合については、やはり説明欄にございますので、よろしくお願いをいたします。この中で３目の介護保険財政

安定化基金交付金でございますが、説明欄ごらんいただきまして、介護保険財政安定化基金交付金２，３６３万

円余ということで、県からの交付金を受け入れる、その内容でございます。 

ページをめくっていただきまして４３０、４３１ページをお願いをいたします。６款の繰入金１項一般会計繰

入金でございますけれども、介護給付費、地域支援事業、職員給与費等に対する繰入金でございまして、おのお

の法定の割合によるものでございます。その中で一番下、２項の基金繰入金の介護保険支払準備基金繰入金２，

３４１万円でございますが、県の財政安定化基金からの交付金を合算した支払準備基金から、平成２４年度分と

して繰入金を繰り入れるもので、２，３４１万円の繰り入れを予定しているものでございます。以上、介護保険

事業特別会計の概要でございます。 

○委員長 ただいま説明を受けましたので質疑を行います。委員より御質問ありましたらお願いをいたします。 

○鈴木明子委員 ４３７ページかな、介護認定審査に関して嘱託員報酬が盛られているわけですけど、８人とい

うことですが、この人数で、例えば介護認定してほしいという要望が出された時に調査に行くっていうことです

が、一定の期間はあるでしょうけども、そう長く待たせずに認定になると、認定調査に行けるっていう体制で、

これは８人でやっていけるっていうことですか。 

○長寿課長 認定調査につきましては、認定の申請があった時にですね、早い方は１週間以内、それが認定調査

に日程を組んで行きましてですね、調査が終わりますと、後は審査会議、広域連合に送るんですけれども、送る

に当たっては医師の意見書が提出されることが必要でございます。お医者さんによってはですね、この意見書が

私どもへ来るのが遅れる方がいらっしゃいますので、そういったことも含めますとですね、ひと月ちょっとくら

い、結果が出るにはかかっているのが現状です。でも、この人数で今のところ十分にやっていける、そういう人

数です。 

○鈴木明子委員 認定を受けようとする人たちは、余裕をもって来るっていう人ばっかりじゃないと思うもんで、

やっぱり、そのひと月っていうのはちょっと長いかなと思うんですけども、お医者さんやなんかの協力もなけれ

ばできないことですので難しい面もあろうかと思いますが、今後、そういうようなことで協力をぜひお願いして

もらって、認定に１カ月っていうのはちょっと長いような気がしますので、それを短縮できるようにしていただ

けたらなと思いますけれども。何とかお医者さんにそういう協力を要請するような機会っていうのはあるんでし

ょうか。 

○長寿課長 お医者さんのほうもですね、この認定調査、申請があってからひと月以内に結果が出るべきである

ということは、多くのお医者さんは御存じでありますけれども、やっぱりお医者さんは多くのお仕事を抱えてい

らっしゃいますので、中にはちょっと遅れる方もいらっしゃる。ただ、審査会に送ってもですね、日程を組むの

にやっぱり通常だと２週間は、松本広域連合でかかるものですから、ひと月以内に出るというのは、全部がです
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ね、本当にスムーズに行った場合というふうにお考えいただきたいと思います。機会を見て、医師会のほうにお

話するかどうかは、ちょっと考えさせていただきたいと思います。 

○森川雄三委員 その下のね、認定調査費等諸経費、文書作成手数料とかいうのは、なんか主治医の検査意見書

っていうようなこと言ったね、さっき。これは、１通幾らで、例えば、これ何名とか見てるだ。 

○長寿課長 文書作成手数料につきましては、まず新規の方、初めて介護認定受ける方につきましては、在宅の

方で１通５，０００円でございます。新年度におきましては８００件を見込んでおります。それから、施設入所

されている方、こういった方はですね、１件当たり４，０００円でございます。５００件の申請を見込んでおり

ます。更新の方につきましては、在宅の方は４，０００円、年間１，８００件を見込んでおります。それから、

やはり更新の方、施設に入所されている方、これは１件当たり３，０００円でございまして、年間２９５件を予

算で見込んでおります。 

○森川雄三委員 歳入のほうでせ、ちょっと教えていただきたいんだけれども、この国、県のいわゆる支出金、

負担金の場面でね、ここに基礎になる、給付負担の基礎になる数字があるわね、例えば３０億とか１６億。調整

交付金で言やあ、これは１７億かい。この数字っていうのは、どこの数字ですか。 

○長寿課長 まず国の支出金から申し上げます。４２６、４２７ページのところでですね、介護給付費負担金、

中段にございますが、３０億６，５００万円というのはですね、保険給付費のうち施設給付費を除いた金額とい

うことになります。施設給付というのはですね、過去の経過の中で施設給付のみですね、国の負担を減らし、そ

の分県の負担をふやしている、そういう扱いを国のほうで行っておりまして、そこがちょっと複雑と言いますか、

異なっているんですけども。そうでなければですね、これを足しあげますと４７億５２０万円の保険給付費とい

うことになるんですね。そうしますと、その下の調整交付金のところを見ていただきますと、基礎となるいわゆ

る保険給付費というのは４７億５２０万円なんですけども、そのうちの施設給付費分が１６億３，９００万円、

これだけちょっと交付率が違っているんですね。ですから、一般に見ていただくには、この４７億５２１万円と

いうのが、介護保険を利用した場合の給付費、大ざっぱにはそういうふうに見ていただければ結構です。 

○森川雄三委員 それじゃ、この４７億円という数字はどこに、例えば出てくるんですか。 

○長寿課長 ４７億円という数字はですね、これ、どこに出てくるかというと、ストレートには出てこないんで

すけども、２款の保険給付費の合計欄、４３８ページ以下なんですが、その４３８、４３９ページのところがあ

るんですけども、そこのおのおの、この合計額欄がないからいけないんですけども、この給付費を足しあげてま

いります。４３８ページから４４５ページまでのところを足しあげてまいります。済みません、失礼しました。

４２４、４２５ページをお願いします。それを足しあげたものがございます。ここで保険給付費というのがです

ね、合計してございまして、４７億５２１万円というような数値になっております。大ざっぱに言って、この給

付費の３％以内が地域支援事業になっていて、おのおの保険給付費と地域支援事業に対してですね、どれだけの

割合で、国、県、あるいは２号被保険者の部分で負担するかが決まっておりまして、その辺のところは法定で決

まっている。基礎となっている数値ではそういったもの。 

 先ほどの施設給付費だけ別枠となっているものですから、その施設給付費に関する１６億３，９００万円のも

のについてはですね、国が５％少なくみた分は、県が５％余計にみていると、そのようなふうになっております。 

○森川雄三委員 ありがとうございました。 
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○委員長 ほかにございますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 なければ、討論を行います。討論ございますか。 

ないようですので、議案第２２号平成２４年度塩尻市介護保険事業特別会計予算につきましては、原案のとお

り認めることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第２２号平成２４年度塩尻市介護保険事業特別会計予算につきましては、可決

すべきものと決しました。では、次に進みます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議案第３０号 平成２３年度塩尻市一般会計補正予算（第５号）中 歳出３款民生費（１項社会福祉費７目楢

川保健福祉センター管理費、９目国民健康保険総務費及び１０目後期高齢者医療運営費を除

く）、１０款教育費 

○委員長 議案第３０号平成２３年度塩尻市一般会計補正予算（第５号）中 歳出３款民生費（１項社会福祉費

７目楢川保健福祉センター管理費、９目国民健康保険総務費及び１０目後期高齢者医療運営費を除く）、１０款教

育費を議題といたします。説明を求めます。 

○福祉課長 それでは、一般会計補正予算の３７、３８ページをお願いいたします。この中の３款民生費１項の

社会福祉費、１目の社会福祉総務費の地域福祉推進事業のボランティア活動・ＮＰＯ法人等起業支援補助金２１

万円ですけども、きのうもこれについては御説明させていただきましたが、地域福祉に関するボランティアだと

かＮＰＯの起業を支援するためにということで、家賃５万円、光熱費２万円ということで、最高７万円を活動１

年以内を補助するものです。これは、１月から３月までの３カ月分の２１万円をここに補正としてお願いするも

のです。 

 次のふれあいセンター施設維持費の営繕修繕料６万３，０００円ですけども、これは、ふれあいセンター洗馬

におきまして１月の降雪時に除雪をしたんですけども、その時に石を除雪機に巻き込んでガラスに当たってしま

ったと。ガラスにひびが入ったものですから、その交換をしたということでございます。ほぼ同金額が保険対象

ということで入ってくるものでございます。 

 その下の地域活動支援センター事業運営補助金ですけども、これは、フルサポート塩尻が運営しています野村

作業所、ちょうどギャザの東側にある作業所ですが、そこが就労継続のＢ型に移行したということがありまして、

自立支援法によります給付対象、そこからの請求でお金が出てくるということがあったものですから、補助金を

出す必要がなくなったということで、補助金の額を減額するものです。 

 次の障害者自立支援対策特別対策事業補助金なんですけども、これは、１，４１２万円余を減額しまして６７

３万８，０００円とするものです。これまで、障害の障害者自立支援法の施行が整いまして、事業運営の安定化

等を図るためにこのような事業があるんですけども、その事業の中で旧法の指定施設が新体系へ移った場合、移

行後の報酬額が旧体系の事業所の収入額よりも９０％より下回った場合において、国保連を通じまして請求があ

りましたら、その差額というものを補助するというものです。これが、当初、市内からは６カ所の施設に通って

るんですけども、その施設、１２カ月分みたんですけども、それぞれの施設が比較的安定しているということが
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ありまして補助の必要がないため、この額を削減ということです。 

 その下の地域生活支援事業給付費は、それぞれの障害者の方が自宅で生活を支援するための施策ということで

お願いしているところですけども、７２０万円補正をお願いしまして、５，７２０万円となります。この額は、

昨日お願いいたしました平成２４年度の当初予算額と同額となっております。 

 その下の障害者にやさしいまちづくり事業の手話通訳だとか要約筆記の、派遣の賃金ですけども、これは聴覚

障害者のコミュニケーションの確保を図るために、それぞれ講演会だとか研修会に派遣しております通訳者の賃

金等にかかわるものです。以上です。 

○長寿課長 ３９、４０ページのほうをお願いをいたします。３目老人福祉費の説明欄１つ目、高齢者等生活支

援事業でございますけども、一番目の黒ポツ印刷製本費、それからその３つ目の黒ポツ、介護サービス利用助成

事業の、おのおの減額となっておりますけども、こちらにつきましては、介護保険事業特別会計の地域支援事業

のほうの基本的には３％枠内で行っている事業でございますが、こちらのほうが、当初の予定よりも全体として

規模が縮小しましたので、一般会計から組みかえを行うものでございます。こうすることによりまして、市の負

担分というのが若干減ることができます。そういったことをねらったものでございます。 

 それから、２番目の黒ポツ、要介護者家庭介護者慰労金の減額でございますが、事業費の確定見込みによる減

額でございます。 

 次の認知症高齢者支援事業のやすらぎ支援員派遣賃金３万円でございますが、やすらぎ支援員の派遣が増加し

ているものに対応する補正増をお願いするものでございます。 

 次の高齢者生きがいづくり事業、老人クラブ活動助成事業補助金、敬老行事補助金につきましては、事業費の

確定見込みによるものでございます。 

 次の介護基盤整備費１，６４１万１，０００円の減額でございますが、内容につきましては、広丘野村にあり

ます認知症高齢者グループホームこまくさ野村宮の前のスプリンクラー設置にかかわる補助金の確定による差額

を減額とするものが２１万１，０００円分。それから、塩尻駅前の複合施設、小規模多機能型居宅介護施設、認

知症高齢者グループホームの施設開設準備補助金が、事業が年度内、事業が遅れている部分がございまして、事

業遅れにより減額補正をし、平成２４年度予算に計上したものでございまして、その部分が１，６２０万円の減

額となっております。 

○福祉課長 続きまして、福祉医療事務諸経費のパソコン保守点検委託料ですけども、これは、対象範囲を今回

中学生まで、１５歳まで広げるに当たりまして、受給者証の発行だとか申請事務が必要になるものですから、遅

滞なくできるように事前に準備をするためのシステム改修というような部分です。 

○長寿課長 次の５目の介護保険事務費繰出金の７７３万９，０００円の減額でございますが、介護保険事業特

別会計の給付費等の補正に伴う一般会計からの繰出金の補正でございますので、内容につきましては、介護保険

事業特別会計で申し上げます。 

○こども課長 続きまして、次の４１、４２ページをお願いいたします。中段、第２項児童福祉費１目の児童福

祉総務費です。最初の丸、児童福祉事務補助金でございますが、最初の中点、民間保育事業補助金につきまして

は、松本市にあるキッズステーションの事業の確定見込みによる減額でございます。その下の保育所整備補助金、

これにつきましては、駅前のサンサン保育園及びよしだ保育園の事業費の確定見込みによる補正減でございます
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のでお願いします。 

○福祉課長 次の子ども手当扶助費ですけども、これは、子ども手当の関係で平成２２年の子ども手当国庫交付

金の確定に伴いまして、その精算によりまして返還金１１６万３，０００円を返還するものです。 

○こども課長 続きまして、その下の２目の児童運営費、保育所運営費でございます。初めの上下水道使用料に

つきましては、節減に努めてまいりましたけれども、使用見込み、上回りますので、１２０万円の増額をお願い

するものでございます。その下の賠償保険料、それから市外保育所入所児童委託料、さらに給食調理業務委託料

につきましては、事業費の確定見込みによる補正でございますのでよろしくお願いします。 

 次の保育所施設改善事業でございますが、これにつきましても事業費の確定見込みによるものでございますし、

その下の病児・病後児保育事業委託料につきましても同様の内容でございます。 

○福祉課長 続きまして、３目の母子福祉費をお願いします。その中で、自立・就労支援推進事業の中にありま

す母子家庭高等職業訓練促進費でございますけども、母子家庭の者が１２月に転入し、それまで通っていました

看護学校に継続して通学したいということで希望がありまして、要請があったため給付をするものでございます。

３カ月分をお願いするものです。 

 次に、前年度の自立支援教育訓練補助金返還金は、それぞれ前年度の国庫負担金の確定によりまして、それを

返還するものであります。 

 ここで、１点訂正をお願いしたいと思うんですけども、昨日、生活保護費の国庫負担金の中で、負担金が、国

が４分の３とするところを、国・県で４分の３というふうにお話してしまったかと思いますので、ここで訂正を

させていただきます。以上でございます。 

○教育総務課長 それでは、ページを進んでいただきまして教育費のほうに移らさせていただきます。５５、５

６ページをお願いいたします。１０款教育費でございますけれども、５６ページ、教育センターのパソコンの使

用料、それから、教職員住宅の住宅借上料につきましては、事業費の確定に伴う減額でございます。 

 ５７、５８ページをお願いいたします。５８ページの上のほうから、塩嶺体験学習の家の関連諸経費、それか

ら小学校の負担金、学校安全支援事業、その下の教育振興諸経費につきましては、やはりこれも事業の確定に伴

う減額でございます。 

 次に給食運営事業諸経費、燃料費３２万６，０００円の増額をお願いするものでございますけれども、当初、

灯油を８１円で見込んだものでございますけれども、灯油の単価の増に伴いまして、しかも厳しい冬の寒さでご

ざいましたものですから灯油の使用量も多くなってまいりまして、３２万６，０００円、総額で１，３７３万２，

０００円になりますけれども、燃料費の補正をお願いするものでございます。なお、平成２４年度の予算につき

ましては、きのう御審議いただきましたけれども、９１円の単価で見積りをさせていただいております。こうし

た燃料費の補正につきましては、この小学校の給食費のほか、次のページにまいりまして中学校の給食費、それ

から中学校の管理諸経費も同様の補正をお願いをしているものでございます。 

 ５８ページに戻りまして、宗賀小学校の大規模改修事業につきましても、事業費の確定に伴うものでございま

す。５８ページの中学校負担金まで、同様の確定額に伴う減額補正でございますので、よろしくお願いをいたし

ます。 

 ５９、６０ページをお願いいたします。真ん中の４目広陵中学校の建設費でございますけれども、文部科学省
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の学校施設改善事業の前倒し実施に伴いまして、平成２４年度当初に予定をしておりました広陵中学校大規模改

修事業を、平成２３年度に前倒しをして行うものでございます。これによりまして、国のほうといたしましては、

当初予算の財源追加という形になりまして、特定財源の欄にございますように、国庫負担金、国庫補助金が７，

８００万円余、その裏の市債が１億１００万円余ということで充当させていただいたものでございます。事業の

うち、設計委託料につきましては、今年度の実施設計の確定に伴う減額、監理委託料とリニューアル改修工事に

つきましては、平成２４年度に繰り越しをして対応してまいりたいというふうに思います。なお、２億７，００

０万円のリニューアル改修工事のうち７，１００万円余につきましては、３０人規模学級の導入に伴う２教室分

の増築工事費と職員室の増築工事費が含まれておりますので、よろしくお願いをいたします。私のほうは、以上

でございます。 

○こども課長 続きまして、私立幼稚園就園奨励費補助金でございます。事業費の確定によるものでございます

のでお願いします。 

○社会教育課長 続きまして、５項社会教育費でございます。社会教育諸経費の公共施設等建設事業補助金につ

きましては、事業の確定見込みによる減額でございます。 

 その下の文化会館運営事業の外壁改修工事については、レザンホールの外壁工事の工事費確定による減額でご

ざいます。 

 その下の総合文化センター管理諸経費の施設等改修工事は、３階の空調工事等の工事費確定による減額でござ

います。 

○こども課長 次の６１、６２ページをお願いします。一番上のこども居場所づくり補助金でございますけれど

も、事業費の確定によるものでございますのでお願いします。 

○社会教育課長 その下の楢川地区文化施設運営費でございますが、先ほど、中村邸の入館者のお話がございま

したけども、中村邸の入館者が、当初予定していた有料入館者より９，７００人ほど多く入ることが見込まれま

したので、その分の２９０万円を歳入増として歳入のほうに計上いたしました。ここの特定財源のところに２３

１万４，０００円、特別財源としてありますが、中村邸にかかわる経費について、特別財源に入れられるまでは

２３１万４，０００円でしたので、それを計上させていただきまして、残りの５８万６，０００円については一

般財源のほうに入る形になります。よりまして、中村邸にかかわる経費全額について入館料で賄える形になりま

したので、よろしくお願いします。 

○スポーツ振興係長 その下の６項保健体育費１目保健体育総務費の３５万３，０００円の歳入の減額につきま

しては２つありまして、１つはスポーツ都市の参加料でございます。ヘルシーフィジカル教室の効果を見るため、

始める前と後、２回、参加者の血液検査をすることになっておりますが、２回のうち１回を本人より負担をお願

いしています。これについて、市を経由して検査機関に支払う予定でありましたけれども、本人から直接支払う

こととしたため、今回、歳入の減額をするものでございまして、金額につきましては３，６００円の３０人分の

２教室で２１万６，０００円でございます。もう１つ、スポーツ振興くじの助成金の減額でありまして、トトの

ぶどうの郷ロードレースへの助成品の交付決定が決定いたしまして、１３万６，０００円減額をするものでござ

いますのでお願いいたします。 

 その下の２目体育施設費の委託料の減額につきましては、本年度予定していました吉田原長者原公園のボーリ
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ング調査の委託料が、地元調整の過程で新年度のほうで実施することとしたため、本年度１６１万９，０００円

減額するものでございますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。 

○委員長 それでは、ただいま説明を受けましたので、議案第３０号の質疑を行います。委員より御質問ありま

したらお願いしたいと思います。 

○永田公由委員 ６０ページの広陵中の大規模改修ですが、これはいつごろ入札になりますか。 

○教育総務課長 まず、９，０００万円以上の工事になりますので、入札方式決定というものを３月中にやろう

かということになっております。それから４月にかけて公告に入りまして、それ以降入札という形になろうかと

思います。ただし、１億５，０００万円以上の工事になりますので、議会の議決をいただきまして本契約という

形になろうかということを考えております。 

○永田公由委員 これは指名、一般。 

○教育総務課長 またこれも、市の業者選定審査会で決定いただくことになると思いますけれども、宗賀小学校

の大規模改修と同じように、一般競争のＪＶを組む形となる競争入札ということになろうかと考えております。 

○永田公由委員 これはあれだね、ＪＶは市内の業者でＪＶ組んでもできるような工事だね、工事自体は。 

○教育総務課長 はい、内容的にはですね、大規模改修、外壁、屋根、内装の改修、それからトイレの改修です

ね、洋式化、それから太陽光の発電設備工事ということでございますので、教室の増築以外は、宗賀小の大規模

改修とほぼ同じ工事の内容になっております。 

○永田公由委員 ５８ページの塩嶺体験の関係で、これ、臨時職員の賃金が多分そっくり削られてると思うんだ

けど、これ理由は何かあるわけ。 

○教育総務課長 塩嶺体験学習の家の臨時職員は、３名分を毎年計上させていただいております。２５５万８，

０００円の当初予算、平成２４年度もそうでありますけれども、これを１１０万円減額させていただいて、補正

後が１４５万８，０００円ということでございます。すべてではございません。 

○永田公由委員 ということは、その事業が予定していたよりは少なかったという解釈でいいわけ。 

○教育総務課長 ４月から１１月、年間を通して３人の方が十分対応できるように、最大限の臨時職員賃金を計

上させていただいておりましたが、利用実績の結果ということでお願いをいたします。その金額の中で運営する

ことができたということでございます。 

○委員長 ほかにございますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 ないようですので、討論を行います。 

 討論がないようですので、議案第３０号、当委員会に付託された部分につきましては、原案のとおり認めるこ

とに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第３０号、当委員会に付託された部分につきまして、全員一致をもちまして可

決すべきものと決しました。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議案第３２号 平成２３年度塩尻市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１号） 
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○委員長 それでは次、議案第３２号平成２３年度塩尻市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１号）

を議題といたします。説明を求めます。 

○男女共同参画・人権課長 それでは、議案第３２号平成２３年度塩尻市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正

予算（第１号）でありますので。歳入歳出予算の総額にそれぞれ４万６，０００円を追加いたしまして、歳入歳

出の総額をそれぞれ１２２万１，０００万円とするものでございます。 

資料の７、８ページをごらんください。歳入でございますけども、２款繰越金の１項繰越金でございますけど

も、前年度からの繰越金が４万７，０００円確定いたしまして、４万６，０００円の追加補正するものでござい

ます。 

次のページ、９、１０ページでございます。歳出でございます。歳入の増加に伴いまして、歳出であります１

款総務費１項総務管理費１目の一般管理費の一般会計繰出金、これを４万６，０００円追加するものでございま

す。以上です。 

○委員長 それでは、質疑を行います。委員より質問ありましたらお願いします。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 よろしいですか。それでは、討論を行います。 

 ないようですので、議案第３２号平成２３年度塩尻市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算につきまして

は、原案のとおり認めることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第３２号平成２３年度塩尻市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算につき

まして、全員一致をもちまして可決すべきものと決しました。それでは、次に進みます。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

議案第３３号 平成２３年度塩尻市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

○委員長 議案第３３号平成２３年度塩尻市介護保険事業特別会計補正予算（第３号）を議題といたします。説

明を求めます。 

○長寿課長 議案第３３号平成２３年度塩尻市介護保険事業特別会計補正予算（第３号）でございます。歳入歳

出予算の総額を、それぞれ６，１０６万５，０００円を減額をし、歳入歳出予算の総額をそれぞれ４４億７，９

３８万１，０００円とするものでございます。それでは歳出から御説明をいたしますので、１３、１４ページを

お願いをいたします。 

 １款総務費２項介護認定審査会費、その認定調査委託料１万５，０００円でございますけれども、県外に居住

をする調査委託料の決算見込みによる補正をお願いするものでございます。 

２款保険給付費の１つ目の白丸、居宅介護サービス給付費１，０００万円の増額でございますが、訪問介護、

通所介護等の給付費が増加していること等によるものでございます。 

次の地域密着型サービス給付費２，０００万円の減額でございますが、認知症対応型通所介護の給付が伸びて

いないこと、それから小規模多機能居宅介護施設の開設が遅れていること等によるものでございます。 

次の施設介護サービス給付費７，０００万円の減額でございますが、広域的利用がされている特別養護老人ホ

ーム、老人保健施設の利用がやや減少していることによるものでございます。 
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次の居宅介護住宅改修費５０万円につきましては、給付見込みによる増額でございます。 

それから、次の２款介護予防サービス等諸費２，０００万円でございますが、介護予防サービス全体につきま

しては、要支援１、２の方に対する予防給付費でございますけれども、要支援１、２のサービスを受給している

人が前年比１３．２％増加をしていること、サービス利用限度に対するサービス利用率が増加していることなど

を要因としたものでございます。以下、２款の介護予防サービス給付費おのおの、各目を増額しておりますが、

そういった要因でございます。 

高額介護サービス等費、高額医療合算介護サービス等費につきましても、決算の見込みによる補正、おのおの

補正となっております。 

１８ページをお願いをいたします。１８ページの３款地域支援事業の介護予防特定高齢者施策事業の７００万

円、これは決算見込みによる減額、それからその下の特定高齢者把握事業の補正につきましては、決算見込み及

び包括的支援事業の人件費からの組みかえを行うものでございます。これは、包括的支援事業と任意事業の給付

費を、給付費の２％以内におさめようとしているものでございますけれども、一方で、先ほど一般会計から７２

０万円、地域支援事業の任意事業に組みかえをいたしましたので、そういった中でですね、包括的支援事業及び

任意事業の給付費のほうから介護予防事業に組みかえることによって、そういったものを可能としているもので

ございます。 

次の包括的支援事業の一般職員給料の減額は、そういった内容でございます。 

２０ページをお願いをいたします。家族介護支援事業７２８万円余でございますが、介護サービス利用助成事

業を一般会計から組みかえるものでございます。 

次の成年後見制度利用支援事業、それからその次の基金積立金の補正につきましては、それぞれ決算見込みに

よる補正でございます。 

以上歳出でございますが、ただいまの歳出に対しまして歳入でございますが、７、８ページをお願いをいたし

ます。１款の介護保険料の減額でございますが、歳出の保険給付費及び地域支援事業に対しまして、国庫支出金、

支払基金交付金等の法定の率による財源を充当した残額について介護保険料で補正をしたものでございます。 

次の３款国庫支出金、４款支払基金交付金、それからページめくっていただきまして５款の県支出金、６款の

繰入金のうち、１目の介護給付費繰入金、それから３目の地域支援介護予防事業繰入金、１２ページの４目地域

支援包括的支援事業及び任意事業繰入金までは、それぞれ保険給付費及び地域支援事業の歳出の補正に伴う、そ

れぞれの法定の負担割合による補正ということでございます。私からは以上でございます。 

○委員長 では、ただいま説明を受けましたので、質疑を行います。委員より御質問、御意見ありますか。 

○鈴木明子委員 介護予防事業の委託料の減額なんですけど、このメニューに対して参加者が少なかったという

ことですか。 

○長寿課長 結論から言いますと、そういったこと。メニューとして私どもも用意をいたしまして、介護予防の

お尋ねをお送りしてですね、その後、対象者となった方にお誘いをしているところでございますが、その部分、

予定よりも少なかったということで補正減とするものでございます。 

○鈴木明子委員 そういう必要のあると思われる人を特定して、こういうことがありますが参加しませんかとい

うふうにやる時に、あれですかね、足がなくて行けないとか、そういうような具体的な何か事情とかそういうも
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のはわかりますか。参加したいんだけど、行けないとか。 

○長寿課長 今回、減額をいたしました特定高齢者施策につきましてはですね、送迎つきでやっているんですけ

れども、対象者と思われてもですね、逆に、私はまだそんなじゃないと思っていらっしゃるということもありま

しょうし、また一般にですね、女性の方の参加が多いものですから、男性の方はですね、女性がほとんどのとこ

ろに入っていくのがですね、高齢者の方はあまり好まない方もいらっしゃる。 

○森川雄三委員 １２ページのね、基金繰り入れのやつなんだけど、介護従事者処遇改善の臨時特例基金という、

ここへ来てあれかい、繰り入れっていうことなんだけど、これは第４期のたしか改定の時に、介護報酬アップが

あったね、のあれだね、３年間の移行みたいのがあって、余りゃ返さなきゃいけないんでしょう。これ、余っち

ゃう。 

○長寿課長 こちらにつきましてはですね、全額これでもって使い切るということで、そういったことになりま

す。 

○森川雄三委員 ああそうか、使い切ったの。そうかそうか。いいです。 

○委員長 ほかにございますか。 

〔「なし」の声あり〕 

○委員長 ないようですので討論を行います。 

 ないようですので、議案第３３号平成２３年度塩尻市介護保険事業特別会計補正予算については、原案のとお

り認めることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、議案第３３号平成２３年度塩尻市介護保険事業特別会計補正予算につきましては、

全員一致をもって可決すべきものと決しました。 

 それでは、ここで一応すべての議案に対して審査が終了となるわけでありますが、全体で特に何か御意見あり

ましたら。 

○副委員長 平成２４年度の予算組みに当たりまして重点をどこに置かれたか、部長のほうから一言思いを、樋

口部長から思いを一言、退職されるに当たって。 

○福祉事業部長 高齢者福祉に長いこと携わってきまして、高齢化の進展で、非常に重要だと思ってサービスの

充実に努めてきましたけれども、やはり、平成４７年に超ピークを迎えるということで、議会でもお話させてい

ただきましたけど、支えて、若い世代、特に子供を生み育てる世代を支援しながら、塩尻市の健全財政を維持し

ていってほしいなという気持ちがありまして、高齢者福祉のサービスについて全般的に見直しをさせていただき

ました。そんな思いでやってきましたので、塩尻市の健全な財政運用を期待しております。どうもありがとうご

ざいました。 

○副委員長 ありがとうございます。 

○委員長 それでは、心置きなく、しっかり。今後も期待をしております。それでは、よろしいですかね、それ

で。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

閉会中の継続審査の申し出 
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○福祉事業部長 市議会閉会中の継続審査についてお願いいたします。議会閉会中におきましても、福祉、教育、

生涯学習及び市民交流センター行政に関する事項について、継続して審査いただきましように、よろしくお願い

いたします。 

○委員長 ただいま継続審査の申し出がありましたが、これにつきまして御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、そのように議長に申し出をいたしたいと思います。以上で当委員会に付託されまし

た案件の審査を終了いたしました。なお、当委員会の審査結果報告書及び委員長報告の案文につきましては、委

員長に御一任願いたいが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

○委員長 異議なしと認め、そのようにしたいと思います。それでは、理事者からあいさつがありましたらお願

いしたいと思います。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――― 

理事者あいさつ 

○副市長 ２日間にわたりまして熱心に御審査をいただきまして、提案をいたしました各議案につきまして原案

どおり御承認いただきました。どうもありがとうございました。御審査の中でいただいた御意見、御提言に関し

ましては、これからの行政施策の中に十分に生かしてまいりたいと存じております。どうもありがとうございま

した。 

○委員長 以上をもちまして、３月定例会福祉教育委員会を閉会といたします。どうも御協力ありがとうござい

ました。 

午後３時１０分 閉会 
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